
№ 意見の概要 　　　　　　　　　区の考え方
対応
状況

1
　全体的な構想および区が抱える問題の方
向性については、問題ない。

　ビジョンに基づき、着実に施策を進めて
いきます。 ○

2

　高齢化と少子化の視点と対策が今回のビ
ジョンには欠けている。厳しい将来予測を
区民に分かりやすく伝え、どのような対策
で乗り越えるのかを伝えることが区の大き
な責務である。

　本ビジョンでは、練馬区の将来人口推計
等の各種データや、人口減少と少子高齢化
など大きな社会の潮流を踏まえ、「子ども
の成長と子育ての総合的な支援」「安心し
て生活できる福祉・医療の充実」を主要な
施策の柱としています。これらの施策を進
めるうえで根幹となるリーディングプロ
ジェクトを戦略計画として明らかにしてい
ます。

○

3

　魅力的でお金をかけない№１戦略を。 　ビジョンを羅針盤として、みどりに恵ま
れた環境と都心に近い利便性が両立した住
宅都市を基本に、練馬区の潜在力を花開か
せた新しい成熟都市をめざします。

○

4

　税収減に備える成長戦略が必要。 　ビジョンを羅針盤として、みどりに恵ま
れた環境と都心に近い利便性が両立した住
宅都市を基本に、練馬区の潜在力を花開か
せた新しい成熟都市をめざします。

○

5

　少子超高齢化社会では区の収入を増やす
手立てが不可欠。そのためには、外から見
て練馬が魅力的に映るよう、ビジョンに他
区の若い人や企業を呼べる施策を含めるべ
き。ベッドタウン区が理想なら、若い人向
けの住宅補助により他区からの定住者を増
やす。区内の職場が少ないことが問題の本
質と考えるなら、企業誘致を推進すること
だ。

　ビジョンを羅針盤として、みどりに恵ま
れた環境と都心に近い利便性が両立した住
宅都市を基本に、練馬区の潜在力を花開か
せた新しい成熟都市をめざします。

△

6

　「ビジョン」というカタカナを用いるべ
きではない。

　将来を見据えて区政運営の方向性を示す
構想という意味で「ビジョン」という名称
としました。ビジョンの策定目的や構成等
について「はじめに」で説明しており、理
解していただけるものと考えます。

※

区民意見反映制度によりお寄せいただいたご意見と区の考え方

ビジョン全般

【 凡例 】

◎ ・・・ 意見の趣旨を踏まえ、ビジョンに反映するもの

○ ・・・ ビジョンまたはアクションプランに趣旨を記載しているもの

□ ・・・ 事業等において既に実施しているもの

△ ・・・ 事業実施等の際に検討するもの

※ ・・・ 趣旨を反映できないもの

― ・・・ その他、上記以外のもの
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7

　年号の表記は、西暦に一元化すべき。 　練馬区では、練馬区公文規程および文書
事務の手引に基づき、年の表示について原
則として、元号を用いて書き表すこととす
るとともに、区が発行する刊行物・パンフ
レット等の表紙等に記載するものについて
は、西暦を併用することとしています。他
の行政機関の文書や国の法令において元号
が使用されているため、公務の統一的な処
理を図る観点から、引き続き原則として元
号を用い、文書の性質に応じて西暦を併用
する方針です。

※

8

　財源福祉一辺倒の予算配分にならないこ
と。

　ビジョンの実現可能性を担保するため、
ビジョンに基づくアクションプラン(素案）
において27年度～29年度の財政フレームを
示しています。毎年度の予算編成におい
て、必要な事業に必要な経費を計上しま
す。また、事業の見直しによる経費の縮
減、国・都の交付金や起債の活用などによ
り、財源を確保していきます。

○

9

　ビジョンだけでなく、２月に提示される
というアクションプランも合わせて、施策
の体系についても、ビジョンも含めて意見
を表明する機会を保障して欲しい。

　アクションプラン素案を２月21日に公表
し、３月31日まで区民意見反映制度により
ご意見を募集しています。 ○

10

　素案策定に当たり、区民意見を募集し、
時間をかけて素案を策定するべきであっ
た。

　ビジョン策定に向けて、練馬の未来を語
る会を７回開催し、子育て、介護、農業の
分野で活躍している方、無作為抽出による
若者や子育て世代の方などと意見交換し、
各種事業者団体や地域団体との話し合いも
重ね、いただいたご意見やアイデアを踏ま
えて検討のうえ、素案を作成しました。

―

11

　基本構想との齟齬が明らかになった以
上、早期に自治基本条例を策定し、区民全
体で新たな基本構想をつくるべき。

　基本構想の策定後、区政を取り巻く社会
経済状況は変化しているため、ビジョンの
策定を踏まえ、基本構想の見直しを検討し
ます。

―

12

　練馬区基本構想では区政運営を「区政経
営」として、多用しているがこのビジョン
では使われていない。区政運営の根幹にか
かわることなのでその理由を明らかにすべ
き。

　現基本構想は、基本構想審議会の答申を
踏まえ、「区政経営」という用語を「区が
区民福祉の向上のために、区民や地域の団
体、事業者などとの協働を進め、多様な地
域の資源を有効活用し、質の高いサービス
を効果的・効率的に提供すること、その成
果を検証しながらサービスの充実を図るこ
と」と定義して使用しています。一方、ビ
ジョンでは、一般的な用語として「区政運
営」を使用しています。

―
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13

　計画を立てるにあたっての考え方の基調
を聞きたい。

　ビジョンでは、我が国がこれまでとは異
なる「新しい成熟社会」を迎えており、従
来のように成長の延長線上に未来を描くこ
とのできない、モデルなき未知の時代に直
面していることを基本認識として、構想編
に記載しています。

○

14

　４Ｐの「１　新しい成熟社会に向けて」
に関連して、当区は成熟した住宅都市で、
区民と区外民との交流都市を目指すべき。
「産」「学」「官」の連携プラス「公」
（N.P.O等）「金融」の５ゾーンの連携が求
められる。

　計画16において練馬区の魅力を区外にも
発信していくこと、戦略計画18において民
間との協働を進めることを取組内容として
います。 ○

15

　区民の自治への参加のことには触れられ
ていない。一方的ではない区民に開かれた
共につくる区政を是非、実現して欲しい。

　構想編の「３　新しい成熟都市をめざす
施策の方向性」の「⑸ビジョンの実現のた
めに」において、区民・区議会とともに練
馬の自治を発展させる旨を記載します。

◎

16

　近未来ストーリーについて、一部の区民
の生活場面を断片的にならべたストーリー
では、成熟都市練馬を説明するには、無理
がある。もっとしっかりした説明文にして
ほしい。

　近未来ストーリーは、ビジョン構想編に
掲げた主要な施策に取り組むことにより、
近い将来どのように区民の生活が変わって
いくのかをイメージしやすいよう掲載した
ものです。２月21日に公表したアクション
プラン素案で、平成27年度から29年度の戦
略計画の具体的な取組内容を明らかにして
います。

※

17

　戦略計画という軍事用語は用いるべきで
はない。

　「戦略」は、大局的、全体的な構想のも
とに今後どうしていくかを打ち出すという
意味で、国や都、企業でも使われていま
す。軍事用語として使っているわけではあ
りません。

※

18

　「リーディングプロジェクトを戦略計画
と位置づけます」とあるが、何故リーディ
ングプロジェクトなのか？すなわち、いろ
いろな問題や課題を区がどのように評価し
てこのビジョンに盛り込むに至ったのかが
分からない。

　白書編に掲載したものをはじめ各種の
データ等に基づき、区民ニーズや課題の分
析を行い、構想編に記載した社会の潮流や
練馬区の特性を踏まえ、主要な施策を進め
るうえで根幹となる取組を戦略計画としま
した。

○

19

　戦略計画にはすべての施策・事業を書く
ことはできないというが、重要なことは一
行でも書くべき。

　ビジョンは、これまでの総花的な計画と
は異なり、区の基幹プロジェクトを取り上
げて重点的に取り組むことを打ち出したも
のです。戦略計画に取り上げていない施
策・事業も含めて総合的に区政運営を行
い、区民福祉の向上に取り組みます。

※

構想編

戦略計画編全般
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20

　複数年での評価、５か年で多額の予算を
投入し、効果の薄い事業もある。中間ト
レース制度を設けるなど、明らかに効果の
ないものは見直しをしていくべき。

　ビジョンに基づく平成27年度～29年度の
実施計画としてアクションプランを策定し
ます。アクションプランの進捗状況は毎年
度点検・検証するとともに戦略計画の取組
期間の中間には見直しを行い、後半のアク
ションプランを策定します。

◎

21

　前中期計画の実現状況と現在の状況、５
年後の予測に基づき、何が問題で、何が反
省すべき点で、これから何を取り組むため
に策定したのか、を示すことがアカウンタ
ビリティの観点から必要だが、ビジョンで
はそれが見えてこない。

　26年度に実施した事務事業評価におい
て、後期実施計画に位置付けている主な事
業等の25年度までの進捗状況を確認し、公
表しています。ビジョンに基づくアクショ
ンプランとして必要な事業は、改めて内容
を精査のうえ、計画化しました。後期実施
計画の26年度までの実施状況は、アクショ
ンプランの成案化にあわせて27年度に整理
し公表します。

△

22

　今まで行われてきた事業の課題、成果、
評価や今後の方向性、新たに提案されてい
る事業との関連を明確にすべき。

　平成26年度に実施した事務事業評価にお
いて、後期実施計画に位置付けている主な
事業等の25年度までの進捗状況を確認し、
公表しています。ビジョンに基づくアク
ションプランとして必要な事業は、改めて
内容を精査のうえ、計画化しました。後期
実施計画の26年度までの実施状況は、アク
ションプランの成案化にあわせて27年度に
整理し公表します。

△
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23

　虐待や養育困難家庭、貧困など子どもへ
の手立てが触れられていないので、具体的
に示して欲しい。

　ビジョンに位置づけた相談や子育て支援
サービスの充実により、妊娠期からの切れ
目のない支援を行うことで、養育困難家庭
への支援や虐待予防への取組を強化しま
す。貧困への対応についても生活困窮者へ
の取組を通じて行っていきます。

□

24

　子ども家庭支援センターは民間事業者や
ボランティアの活用にとどまらず、正規職
による区直営での充実を図ること。

　子ども家庭支援センターでは、虐待対
応、虐待を予防する事業については区職員
が、乳幼児一時預かり等の子育て支援事業
については、民間事業者やボランティアを
中心に取り組んでいます。今後も事業の充
実等図っていきます。

□

25

　「（仮称）すくすくアドバイザー」を配
置し、子育てに関する「なんでも相談」を
受け付け、必要に応じて関係機関へ…」と
あるが、窓口ばかりを増やしても職員は忙
しくなるばかり。窓口ではなく、対応する
職員の増員を要望する。

　子育てに関する様々な不安や悩みに対
し、身近なところで「なんでも相談」を受
けられる相談窓口を設けることは、今後ま
すます必要なことと考えています。実施に
あたっては相談に応じられる体制を整えま
す。

□

26

　特に、支援が手薄になっている産科医療
機関からの退院直後の母子への心身のケア
や育児などを行う産後ケア事業を含めた、
妊娠・出産包括支援事業の実施を計画に盛
り込んでほしい。５年後の目標に「子育て
期」の目標しか挙げられていないのは不十
分。

　子育て支援は、妊娠期から子育て期まで
切れ目のない支援が必要であるため、目標
にその旨記載します。ビジョンに基づくア
クションプラン素案に、子育ての総合的な
情報提供サービスや産後ケア事業、妊娠期
から子育て期までの講座等、保健相談所と
子ども家庭支援センター等が連携して取り
組む事業を盛り込んでいます。

◎

27

　区は、父親としての子育てメニューを区
民が共有するような社会に誘導する必要が
ある。

　現在、保健相談所では育児に関する事業
として「パパとママの準備教室」などを実
施していますが、今後は保健相談所と子ど
も家庭支援センターが連携して父親も参加
できるような時間帯に子育てに関する講演
会等の実施を計画していきます。

○

28

　外遊びの場作りの事業を充実して欲し
い。

　子どもの外遊びは、心身の成長に大きな
効果があります。このため、児童遊園や民
有地を活用した遊び場の確保に努めていま
す。
　ビジョンでは、計画１で公園などで幼児
と親同士が外遊びで過ごす「おひさまぴよ
ぴよ」を、計画15で子どもの体験型事業と
して「こどもの森」の開園や「カブトムシ
の森」事業の実施を盛り込んでいます。

○

戦略計画１　家庭での子育てを応援

柱Ⅰ　子どもの成長と子育ての総合的な支援

5



№ 意見の概要 　　　　　　　　　区の考え方
対応
状況

29

　子どもが自由に遊べる場が減っている。
子どもの安全を守るだけでは、こどもの潜
在能力まで奪って成長の芽を摘んでしま
う。ハード面ソフト面双方のバランスがと
れた施策を求める。

　子どもの外遊びは、心身の成長に大きな
効果があります。このため、児童遊園や民
有地を活用した遊び場の確保に努めていま
す。
　ビジョンでは、計画１で公園などで幼児
と親同士が外遊びで過ごす「おひさまぴよ
ぴよ」を、計画15で子どもの体験型事業と
して「こどもの森」の開園や「カブトムシ
の森」事業の実施を盛り込んでいます。

○

30

　「家庭支援センターでの乳幼児一時預か
り事業」で、受入人数を年間１万人増員と
あるが、無茶な数字に見える。「実施日の
拡大と定員増」だけでそれだけの増員をす
るということは、職員の負担を増やすこと
なので、職員の増員が必要と考える。

　乳幼児一時預かり事業は、多くの区民の
要請に応えるものです。実施日の拡大と定
員増により、受け入れ人数を拡大します。
事業拡大にあたっては、適切な人員配置を
行います。

□

31

　戦略計画の柱「子どもの成長と子育ての
総合的な支援」を地域も一丸となって取り
組もうと、子どもが子どもらしく育つまち
づくりのための『「まちの居場所」づく
り』を企画中である。実施するに当たり、
区の支援（助成）をお願いしたい。

　福祉のまちづくりパートナーシップ区民
活動支援事業や、民設子育てのひろば事業
に対する運営費補助の制度があります。応
募または申請にあたっては、事前相談を必
要とするなどの条件がありますので、お問
い合わせください。

△

32

　「練馬こども園」の認定とはステッカー
等の看板を与えるということか。

　「練馬こども園」とは、「長時間預かり
保育」「認証保育所等との提携」「教育と
保育の質の向上」の３つに取り組む私立幼
稚園を区が独自に認定する制度です。

―

33

　練馬こども園の認定にあたっては、11時
間保育を標準とする認可保育園と同水準の
基準を作り、基準を満たした幼稚園に認証
と補助を行うべき。

　国の一時預かり事業（幼稚園型）で規定
する人員配置等の基準を要件として補助・
認定を行う予定です。 ※

34

　標準型を設定するにしても、幼稚園の負
担は大きいと想定される。幼稚園の意向調
査や実施するに当たって生じるであろう負
担について、具体的で丁寧な説明と意見聴
取が必要。

　私立幼稚園における長時間預かり保育実
施にあたっての課題については、これまで
も私立幼稚園協会と意見交換を行っていま
す。今後、制度の推進にあたっては個々の
私立幼稚園ときめ細かく調整を行います。

△

35

　多くの私立幼稚園では10時間を超える保
育は問題があると言っている。練馬こども
園の11時間という計画は既に頓挫している
のでは。

　認可保育所では、児童福祉施設最低基準
により、原則11時間開所となっています。
　私立幼稚園における長時間預かり保育実
施にあたっての課題については、これまで
も私立幼稚園協会と意見交換を行っていま
す。今後、制度の推進にあたっては個々の
私立幼稚園ときめ細かく調整を行います。

※

36

　幼稚園と保育所における教育・保育の質
の向上のため、研修等を行う点について
は、職員がその場を離れ研修を受けること
が困難なことに鑑み、練馬区は保育施設の
職員配置について独自の補助を行い、職員
配置の上乗せを行うべき。

　研修については、従事職員が参加しやす
いよう日程設定していきます。

※

戦略計画２　「練馬こども園」の創設
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37

　幼稚園と保育所における教育・保育の質
を向上させるためには、幼保の職員、保護
者それぞれの信頼関係が築ける工夫や相談
体制が不可欠であり、区が責任をもって行
うべき。

　幼稚園と保育園の連携については、これ
までも練馬区幼保小連携推進協議会にて検
討を行っています。また、「練馬こども
園」の要件として幼稚園と保育所における
教育・保育の質の向上を掲げています。こ
の中で幼稚園と保育所の交流などを推進し
ていきます。

□

38

　「ニーズ調査書」によると、「３歳、…
４歳以上では『預かり保育のある幼稚園』
が最も高い割合」とあるが、ニーズ調査結
果の読み方が一面的で、科学的根拠に欠け
る。

　「練馬区子ども・子育て支援事業計画書
等の作成に係るニーズ調査報告書」では、
就労・非就労家庭の両方を含めた全体の結
果となっています。

※

39

　「練馬こども園」制度の本質は幼稚園の
預かり保育の推進と幼稚園の保育の質の向
上をめざした、研修制度の創設にある。
「認定こども園」と混同しがちな「練馬こ
ども園」という名称は、改めるべき。

　「練馬こども園」とは、「長時間預かり
保育」「認証保育所等との提携」「教育と
保育の質の向上」の３つに取り組む私立幼
稚園を区が独自に認定する制度です。制度
創設後、その普及に努めます。

※

40

　認証保育園など認可外保育施設と預かり
保育のある私立幼稚園の接続・提携は、認
可保育園を選択できなかった場合の補完的
事業であるため、認可保育園での保育を保
障することを基本とすること。

　認証保育所は、単に認可保育所希望者の
受け皿ではなく、多様なニーズに応える東
京都独自の保育施設です。幼稚園との連携
は、３歳からは預かり保育のある幼稚園に
通わせたいという保護者のニーズにも応え
られるものと考えます。

※

41

　認可保育所を増設する事を計画の中心に
すえるべきだ。

　ビジョンに基づき策定するアクションプ
ランや（仮称）子ども・子育て支援事業計
画に基づき、認可保育所や地域型保育事業
を適切に配置していきます。

□

42

　多様なニーズに応える待機児童解消策よ
りも、まずは認可保育所を増やすべき。

　ビジョンに基づき策定するアクションプ
ランや（仮称）子ども・子育て支援事業計
画に基づき、認可保育所や地域型保育事業
を適切に配置していきます。

□

43

　この計画の目的は「多様なニーズに応じ
て教育・保育サービスを選択できる社会の
実現」であり、認可保育園の待機児の解消
策にはならない。まずは、認可保育園の待
機児をなくすことを最優先にし、ビジョン
に明記することが必要。

　待機児童の解消についても、引き続き取
り組みます。

□

44

　認可保育園をきちんと残してほしい。委
託された園では保育の質が下がり、子ども
が傷ついている。

　ビジョンに基づき策定するアクションプ
ランや（仮称）子ども・子育て支援事業計
画に基づき、認可保育所や地域型保育事業
を適切に配置していきます。
　委託園の運営については、区立保育園の
園長または副園長経験者による巡回指導
や、第三者評価の実施等により把握し、保
育水準の確保に努めています。
　今年度実施した第三者評価では、約９割
の保護者が「大変満足している・満足して
いる」という結果でした。限られた財源の
中で、必要な区民サービスを確保するた
め、今後も区立保育園の運営業務委託に取
り組んでいきます。

□

※

7
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45

　小学校入学までの切れ目のない教育・保
育サービスの実現について　重点を置くべ
きは、連携先の確保ではなく、認可保育園
の入園希望者がもれなく認可保育園へ入園
できる体制をつくること。

　ビジョンに基づき策定するアクションプ
ランや（仮称）子ども・子育て支援事業計
画に基づき、認可保育所や地域型保育事業
を適切に配置していきます。 □

46

　保育園待機児ゼロを実現することをビ
ジョンに位置づけ、公有地を活用した良質
な認可保育所を整備する方針も明記するこ
と。

　待機児童の解消についても、引き続き取
り組みます。また、保育所等の整備にあ
たっては、可能な限り、公有地や区有施設
の活用を図っていきます。

□

47

　戦略計画２『「練馬こども園」の創設』
に、「認可保育所」の充実を明確に示す必
要がある。

　ビジョンに基づき策定するアクションプ
ランや（仮称）子ども・子育て支援事業計
画に基づき、認可保育所や地域型保育事業
を適切に配置していきます。認可保育所等
の拡充に取り組むことをビジョンに記載し
ます。

◎

48

　認可保育所の施設、有資格者配置率等に
より、保護者は認証保育所よりも認可保育
所を望んでいる。

　認証保育所は認可保育所の次に多くの児
童が在園している施設であり、駅に近い立
地や13時間開所等を望む保護者に対する多
様な保育サービスの需要に応えています。

※

49

　今、練馬区の「就学前の子育て支援策」
として大事なのは、児童福祉法第24条第１
項の認可保育園を増やして「待機児童を解
消することである。この自治体の保育義務
（児童福祉法24条第１項）と「多様化する
ニーズ」に応えることとの関係をどうする
のか。

　児童福祉法第24条第１項において、自治
体の保育義務は認可保育所のみを対象とし
ているものではありません。
　待機児童の解消についても、引き続き取
り組みます。

□

50
　いわゆる待機児童をゼロにすることを、
年度を決めて明記すべき。

　待機児童の解消についても、引き続き取
り組みます。 ※

51

　都や私鉄と協力して、駅の構内に保育所
を設置して欲しい。

　現在、西武池袋線の高架下を活用し、認
可保育所を２か所、認証保育所を１か所設
置しています。また、駅直結の駅ビル内に
認証保育所を１か所設置しています。駅構
内への設置には課題もありますが、今後
も、区民ニーズを踏まえて設置を働きかけ
ていきます。

△

52

　練馬区は無認可保育施設である認証保育
所を認可保育園へ移行させる取り組みを積
極的に進めるべき。

　認可保育所への移行を希望する認証保育
所等に対する支援事業を既に実施していま
す。 □

53

　練馬区の今後の保育行政の中で認証保育
所をどのように位置付けているのか。

　認証保育所は、認可保育所の次に多くの
児童が在園している施設であり、区として
も認証保育所を保育事業の中に位置づけて
います。今後も認証保育所を支援していく
とともに、新制度に入れるよう都を通じて
国に申し入れをしていきます。

―
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54

　認証保育所を練馬区の保育事業、施策の
中に位置づけ、施設に対する補助の在り方
や保育料の額についても特定保育所に準じ
た扱いをして欲しい。

　区は認証保育所を保育事業の中に位置づ
けています。施設に対する補助や保育料に
ついては、今後保育施策全体のサービスと
利用者負担の在り方を検討する中で決めて
いく予定です。

△

55

　認可に移行を希望する保育所の補助を27
年度以降も継続して欲しい。

　認可保育所に移行を希望する認証保育所
への補助については、平成25年度から始
まった国の待機児童解消加速化プランを活
用して行っており、国の申請期限が平成27
年３月31日までとなっています。今後につ
いては、国の動向を踏まえ対応していきま
す。

※

56

　「戦略２」の中に、自治体の保育実施義
務を定める児童福祉法第24条第１項の趣旨
を盛り込むよう要望する。

　ビジョンおよびビジョンの個別計画であ
る（仮称）子ども・子育て支援事業計画
は、児童福祉法等を踏まえ策定していま
す。

※

57

　障害児を受け入れる側が対応しきれてい
ないのが、問題。幼稚園、保育園に対する
研修体制を整えるとともに、支援が必要な
子どもたちを園の対応まかせにせず、必要
な場につなぐような働きを機能させてほし
い。

　これまでも障害児保育を行う幼稚園に対
し、人件費の補助および学級補助員配置へ
の助成を行ってきました。今後は各幼稚園
への特別支援教育の専門家の巡回指導を実
施し、受入体制を整備するとともに、研修
体制も整えていきます。
　また、状況に応じて、区のこども発達支
援センターと連携を図っていきます。

△

58

　学童クラブと学校応援団ひろば事業の運
営を統合する「（仮称）ねりっこクラブ」
においては、学童クラブとひろば事業は統
合せず、それぞれの特性を生かし、充実さ
せること。

　「ねりっこクラブ」は、「学童クラブ」
と「学校応援団ひろば事業」それぞれの機
能や特色を維持しながら一体的に運営しま
す。

○

59

　学童クラブとひろば事業の事業運営を統
合することによって問題が生じるため、従
来通り区職員による学校外の運営がよい
が、学校内で、事業者に運営させる場合
は、区職員を現場にコーディネーターとし
て配置し、別途民間事業者の指導等のため
にも配置すること。

　「ねりっこクラブ」は、「学童クラブ」
と「学校応援団ひろば事業」それぞれの機
能や特色を維持しながら一体的に運営する
ものです。また、円滑な事業運営実現のた
め、区職員のコーディネーターを配置し、
事業全体の管理や運営を支援します。

○

60

　「統合」の具体的な内容が見えてこな
い。ひろば事業はあくまで「見守り」であ
り、学童クラブの「保育」事業とは性質が
異なるものだから、学童クラブ事業をひろ
ば事業に吸収させるようなことには、絶対
にしないで欲しい。
　区内の保護者、指導員、その他の関係者
との合意形成を図って慎重に進めるべき。

　「ねりっこクラブ」は、「学童クラブ」
と「学校応援団ひろば事業」それぞれの機
能や特色を維持しながら一体的に運営する
ものです。
　ねりっこクラブの実施にあたっては、関
係者と話し合いながら進めていきます。

○

61

　（仮称）ねりっこクラブが他の自治体で
既に実施している「全児童対策」のように
全く統合されるものではないことを確認す
る。

　「ねりっこクラブ」は、「学童クラブ」
と「学校応援団ひろば事業」それぞれの機
能や特色を維持しながら一体的に運営する
ものです。

○

戦略計画３　すべての小学生を対象に放課後の居場所づくり
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62

　学童クラブを「統合」の名のもとで無く
すことは絶対にしないでほしい。学童クラ
ブを無くすのではなくむしろ充実していく
ことが求められている。「学童クラブの充
実」の言葉を入れてほしい。

　「ねりっこクラブ」は、「学童クラブ」
と「学校応援団ひろば事業」それぞれの機
能や特色を維持しながら一体的に運営する
ものです。また、「ねりっこクラブ」の学
童クラブ事業については、利用定員の拡大
や、ひろば事業への参加がしやすくなるな
ど、充実が図られるものと考えています。
　アクションプラン（素案）との整合を明
確にするため、表記については統一を図っ
ていきます。

○

63

　子どもとたちと指導員の関係が固定化し
ている現状の関係を崩し、指導員が毎日変
わるような「流動的」な対応策を出さない
でほしい。固定したこども集団を正規の職
員が指導する「おおむね40人」という国の
指針に沿って施策を進めてほしい。

　国は１つの学童クラブで「おおむね40
人」を超える児童を受け入れている場合、
複数の「支援の単位」に分けて対応するこ
とも可能としています。区立学童クラブに
おける運用状況を踏まえ「ねりっこクラ
ブ」における考え方を整理していきます。

△

64

　「（仮称）ねりっこクラブ」という仕組
みは、複雑で、多くの問題をはらんでい
る。よりシンプルで分かりやすい仕組みに
すべく、精緻な議論・検討を重ね、性急に
このしくみを実施しないよう、むしろ現状
を生かし、より効果的で柔軟な施策を希望
する。

 「ねりっこクラブ」は、「学童クラブ」と
「学校応援団ひろば事業」それぞれの機能
や特色を維持しながら一体的に運営してい
きます。
　事業実施にあたっては、実施小学校ごと
に関係者の意見を聞きながら移行の計画を
策定します。

△

65

　練馬区の保育・教育には満足している
し、学童にもお世話になっている。夕食前
まで同じ職員に見守ってもらえるのは大き
な安心。放課後居場所事業も必要だが、こ
れをやることによって学童クラブのサービ
スが低下しないよう、配慮して欲しい。

　「ねりっこクラブ」は、「学童クラブ」
と「学校応援団ひろば事業」それぞれの機
能や特色を維持しながら一体的に運営する
ものです。すべての児童がともに過ごせる
時間を作るなど、更なる充実を図るもので
す。

○

66

　戦略計画３「すべての小学生を対象に放
課後の居場所づくり」について、全児童の
安全と放課後の居場所をいかに保障するか
の話しあいを、保護者および学童クラブ関
係者とすべきだ。結論だけを「新しいビ
ジョン」として、区民と子ども達に押し付
けないで。

　「ねりっこクラブ」は、「学童クラブ」
と「学校応援団ひろば事業」それぞれの機
能や特色を維持しながら一体的に運営する
ものです。すべての児童がともに過ごせる
時間を作るなど、更なる充実を図るもので
す。
　「ねりっこクラブ」の実施にあたって
は、実施小学校ごとに関係者の意見を聞き
ながら移行の計画を策定します。事業立ち
上げ後は関係者で構成される運営協議会を
開催し、事業運営について協議するととも
に、必要な助言等を行っていきます。

△

67

　「子どもたちにどのように育ってほしい
か」という視点から、「何のための場か」
ということにぶれないビジョンを持った取
組にして欲しい。

　すべての小学生が安全かつ充実した放課
後を過ごすことができる環境の整備を目標
として、「ねりっこクラブ」を推進してい
きます。

○

68

　障害児の受け入れについて、安全に健常
児と集団生活できる体制と支援を保障する
こと。

　「ねりっこクラブ」における学童クラブ
事業では、障害のある児童について、現在
の区立学童クラブにおける受け入れ条件の
確保に努めます。

△

10
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69

　行政、学童クラブ指導員、保護者の三者
で懇談を重ね、学童クラブの運営指針と基
準を作成してきた。この「財産」を大切に
してほしい。

　「ねりっこクラブ」では、事業運営につ
いて意見や助言等を反映させるための仕組
みとして、小学校ごとに、区、学校、学童
クラブ、学校応援団等の関係者が参加する
運営協議会を開催する予定です。

△

70

　国の示す省令63号の第5条に規定する
「（学童保育の）支援は、留守家庭児童に
つき、家庭、地域等との連携の下、…児童
の健全な育成を図ることを目的として行わ
なければならない。」の趣旨を「新ビジョ
ン」の計画３の文言に明記すべきだ。

　「ねりっこクラブ」における学童クラブ
事業は、児童福祉法第６条の３第２項で規
定する「放課後児童健全育成事業」です。
なお、法令との関係は、今後制定する条例
等で定めていきます。

△

71

　待機児童解消の陳情が上がっている学童
クラブから学童クラブ増設を進めることを
明記してほしい。

　学童クラブの増設については、教室の転
用や学校敷地内での施設整備の手法だけで
すべての保育需要に対応することは困難で
す。
　今後は「ねりっこクラブ」の推進により
学校内の教室を弾力的に活用するなど活動
スペースの確保に努め、学童クラブの需要
に応えていきます。

※

72

　高学年の対応について、素案には「児童
館等の中にある学童クラブにおいて」とあ
るが、実施したとしても区内の学童クラブ
数や全国平均数から見て、まだ低いと言わ
ざるを得ない。要望のある地域や児童数に
余裕のある所から速やかに対応を図ってほ
しい。

　高学年の受け入れは、面積や男女別トイ
レなどの施設面の条件が整っている児童館
内等の学童クラブにおいて、モデル実施し
たうえで、本格実施を行う予定です。
　モデル実施において、保育内容の検討も
行い、その後の実施方法や実施施設を検討
していきます。

△

73

　児童館内学童クラブでの高学年対応は、
特に必要ではない。

　「児童福祉法」の一部改正に伴い、放課
後児童健全育成事業（練馬区で実施してい
る学童クラブ事業等）の対象児童が変更さ
れ、小学校全学年の児童となりました。
　法改正の趣旨を踏まえ、また、「練馬区
子ども・子育て支援支援事業計画書等の作
成に係るニーズ調査」において、高学年の
学童クラブ需要が一定数あることから、区
では、学童クラブの対象者を拡大していき
ます。

※

74

　「新ビジョン」を作成するこの機会に、
要望のある地域から、夏休み中の開所時間
をまずは30分早めてほしい。

　区立学童クラブ条例で定められている開
所時間を維持するとともに、延長保育の実
施については別途検討していきます。

△

75

　待機児童対策と称して、区の学童クラブ
のサービス低下から、高額な民間学童保育
への誘導することがないようにしてほし
い。

　「練馬区放課後児童健全育成事業の設備
および運営の基準に関する条例」案を平成
27年第一回練馬区議会定例会に提出してい
ます。この条例に基づき、学童クラブとし
てのサービスを維持しながら、多様な区民
ニーズに応えるために、今後も民間学童ク
ラブの活用を図っていきたいと考えていま
す。

―

11
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76

　不登校や家庭環境等により学習が遅れが
ちな児童生徒に対する学習支援は是非進め
て欲しい。

　ビジョンに基づくアクションプラン素案
において、生活支援・学習支援等を実施す
ることを盛り込んでいます。

○

77

　不登校児対策は、光が丘だけでなく、多
拠点で実施するべき。

　不登校の子どもへの学習支援等を行って
いる適応指導教室については、学校教育支
援センターの各分室（練馬・関）でも、児
童生徒ひとり一人の状況を踏まえて必要な
対応を行っています。

□

78

　日常に「みんなと同じ」ことをするのが
困難な子どもたちなど、支援が必要な子ど
もたちに関わったり、しかるべき手助けを
受けられるよう専門機関につないだりする
スクールカウンセラーの機能を強化して欲
しい。

　スクールカウンセラーや心のふれあい相
談員は、校長の指揮監督のもと学校内で教
育相談を担当しています。関係機関による
支援が必要な際には、校長の判断のもとに
適切に対応しています。

□

79

　障害のある子ども・家庭への支援策とし
て、保健・医療・福祉・保育・教育が連携
した支援体制を受けられる仕組みをビジョ
ンに盛り込んで欲しい。できれば、ワンス
トップサービスで。

　障害のある子ども・家庭への支援策につ
いては、こども発達支援センターが中心的
な役割を担い、保健・医療・福祉・保育・
教育の連携を進めています。関係機関が連
携して支援する旨を計画４に記載します。

◎

80

　いじめは基本的人権の侵害である。子ど
ものいじめについては、教職員やPTAが毅然
とした態度で臨むべき。

　練馬区では、いじめ等対応支援チームを
設置し、「⑴いじめは重大な人権侵害であ
り決して許されない。⑵いじめはどの学校
（園）にもどの子供にも起こりうるとの認
識に立ち、いじめが発生した場合にはいか
なる理由があっても被害者の側に寄り添い
組織で対応する。」という基本姿勢のも
と、「未然防止」「早期発見」「早期対
応」に取り組んでいます。

□

81

　教員を増やし過重負担を解消するために
も少人数学級を全学年で実施して欲しい。

　現在、教育委員会では「公立義務教育諸
学校の学級編制及び教職員定数の標準に関
する法律」や東京都が定める学級編制基準
により、小・中学校の学級編制を行ってい
ます。
　練馬区独自で少人数学級の編制を実施す
ることは、経費や教職員確保等の面から困
難です。国や都の動向を注視しながら、適
切に学級編制に取り組んでいきます。

※

82

　ICT環境の整備について、多額な費用を投
じた機器による授業が本当に子どもにとっ
て必要かは疑問。教師と生徒一人ひとりが
向き合えることが大切。

　練馬区では、子ども達が21世紀の世界を
生きていく基礎力を形成するために、情報
活用能力の育成や教科指導におけるICTの活
用を進めます。また、子どもと向き合う時
間を確保するために、校務の情報化を進め
ています。
　これらの教育のICT環境の整備を通して、
質の高い教育の提供をめざしています。

※

83

　学校図書館に司書の配置を要望する。 　司書の配置は考えていませんが、学校図
書館の機能強化を図るため、学校図書館へ
の人的支援について検討します。

※

戦略計画４　子どもたち一人ひとりに質の高い教育を

12
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84

　これからは「課題解決型教育」と呼ばれ
る図書館中心の教育が必要。NPO法人きらら
では、「学校図書館ボランティア育成プロ
グラムづくりシリーズのvol.９－２」で番
外編としてまとめた「課題と文献」という
プログラムを学校図書館並びに公共図書館
において提供したいと考えている。区の協
力ないし協働を求める。

　学校図書館を活用した読書活動や学習指
導を展開できるよう、学校図書館の機能強
化を図ります。NPOとの協働については、今
後の検討課題とします。

△

85

　総合教育会議は、教育の中立性、安定
性、継続性を確保するため、教育施策はこ
れまで同様、教育委員会での審議を原則と
し、教育委員の意見を尊重するとともに、
教育委員会の専権事項については介入しな
いで欲しい。

　教育委員会は、引き続き区長とは独立し
た執行機関であり、教育行政の管理・執行
の権限は教育委員会にあります。
　総合教育会議では、教育の政治的中立
性、安定性等を尊重しつつ、区長と教育委
員会との情報の共有、連携を強化していき
ます。

―

86

　総合教育会議において、会議の傍聴や情
報公開を求める。

　総合教育会議は、個人の秘密を保つため
必要があると認めるときなどを除き、公開
するものとされています。会議の開催は、
事前に告知するとともに、会議終了後は議
事録を作成し、公表します。

―

87

　国際交流（特に青少年育成の観点から）
の盛り込みを。

　中学生の海外派遣、オーストラリア・イ
プスウィッチ市青少年の受入を通じて、国
際理解教育を進めています。また、東京都
のオリンピック・パラリンピック推進事業
を活用し、一層の国際理解を促進していき
ます。

※

88

　子ども議会で教育長は子どもの目を見
て、自分の言葉で答えていたが、ほかの理
事者は原稿を読んでいる印象で、残念だっ
た。勉強して参加している子どものことを
踏まえ、心を込めた言葉をかけて欲しい。

　子ども議会は、文字通り区議会本会議と
同様の方法により実施しています。このた
め、子ども議員の原稿による質問に、区理
事者が答弁書により答弁する形式で行って
います。子ども議会の実施方法について
は、今後とも子どもたちにとって有益な方
法を検討していきます。

△

13
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89

　「医療と介護の相談窓口」の開設、相談
員の設置とあるが、地域包括支援センター
委託により、高齢者の深刻な状況を正確に
把握できるとは言えない。センター直営に
より、専門職を含む十分な人員配置で在宅
支援を行ってほしい。

　平成27年度から高齢者相談センターを１
所直営・３所委託で運営する方針です。こ
れは地域包括ケアシステムの確立に向け、
高齢者相談センターの機能を強化する観点
から行うもので、専門職員を継続的・安定
的に確保し、効率的・効果的な執行体制の
整備をめざします。
　この方針は、地域包括支援センター運営
協議会をはじめ幅広い関係者間で時間をか
けて論議し、決定しました。
　今後も、高齢者相談センターは、行政直
営型、民間委託型に関わらず、地域の最前
線に立ち、高齢者の状況把握に努め、高齢
者が安心して生活できるよう適切に支援を
行っていきます。

※

90

　「その人に合った医療・介護連携チーム
の編成を支援する」とあるが、医師会との
連携シートの開発など、具体策を進めるべ
き。

　医療と介護の連携体制の一層の構築に向
け、在宅療養推進協議会の検討を踏まえ、
平成27年度は、薬局で配布している「お薬
手帳」を活用した情報連携シートを作成
し、区民や医療・介護の関係者間で情報の
橋渡しができるよう準備を進めます。ま
た、医療介護連携推進員は、支所職員とと
もに相談事例や医療介護の資源情報を整理
し、対応マニュアルや資源マップ等を作成
して、相談対応力の向上を図ります。

□

91

　医療と介護の相談窓口については、ワン
ストップで相談できる総合相談機能の拡充
が必要。

　平成24年９月に設置した在宅療養窓口で
は、ワンストップで相談できるよう、医療
機関情報データベースを構築し、運用して
きました。平成27年度からデータ量を拡充
し、ワンストップ機能を高めます。また、
支所職員とともに相談事例や医療介護の資
源情報を整理し、対応マニュアルや資源
マップ等を作成して、相談対応力の向上を
図ります。

○

92

　病院の増設と高齢者地域包括ケアシステ
ムの確立に期待する。

　住み慣れた地域において人生の最期まで
暮らし続けることができるよう、医療・介
護・予防・住まい・生活支援が一体的に提
供される地域包括ケアシステムを確立する
ことを目標に取り組みます。

○

93

　「ロコモ体操」など体力向上やリハビリ
効果などにより介護度を低下させた機関な
いし被介護者本人に対する褒賞の制度化を
区は実施すべき。

　区は、平成27年度より介護予防・日常生
活支援総合事業を実施し、高齢者の介護予
防や社会参加を促進させ、自立した生活を
継続できるよう施策を進めていきます。介
護度が低下した際の褒賞制度については、
現状では困難と考えています。

※

戦略計画５　高齢者地域包括ケアシステムの確立

柱Ⅱ　安心して生活できる福祉・医療の充実
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94

　医療・介護に「健康（増進）」を加え
て。

　地域包括ケアシステムの「予防」には健
康づくりも包含しています。戦略計画５に
介護予防・日常生活支援総合事業を追加
し、アクションプランで介護予防の支援を
計画化しました。ロコモ体操の会場の拡充
等、更に充実していきます。また、「街か
どケアカフェ」では、高齢者の健康づくり
支援として、ロコモ体操や健康相談を行い
ます。

◎

95

　街かどケアカフェは、情報相談ひろばや
支所の窓口と何が違い、どう住み分けをす
るのか、分かりやすい説明が必要。

　「街かどケアカフェ」は医療・介護・健
康の相談ができる場所であるとともに、高
齢者をはじめとする、地域住民の交流の場
として整備します。より多くの区民の方に
ご利用いただくよう、分かりやすく丁寧に
周知を行っていきます。

△

96

　街かどケアカフェはよい考えだが、もっ
と気軽な制度にして、町に１か所欲しい。

　平成27年度に開設準備を行い、28年度に
１か所目を開設します。事業の効果や実績
を検証し、５か年の取組として、区内でも
特に高齢化率が高い地域に、当面４か所程
度設置していきます。

△

97

　低所得の人が入所可能な特養ホームの整
備は、待機2600人に対し340床では不十分で
あるため、希望する人が入所可能な数を目
標数として定めて欲しい。

　特別養護老人ホームの整備については、
入所待機者の状況のほか、今後の要介護認
定者の増加や在宅での生活が困難な要介護
者数の推移を踏まえて、整備目標数を設定
しています。

※

98

　高齢者のシステムは「簡単明瞭であるこ
と」が何よりである。

　住み慣れた地域で人生の最期まで暮らし
続けることができるよう、医療・介護・予
防・住まい・生活支援が一体的に提供され
る地域包括ケアシステムの確立を目標に取
り組みます。それらについて、分かりやす
い説明を行うよう努めます。

△

99

　介護者も含めた世帯の問題として取り組
む視点を忘れずに。

　高齢者が地域で安心して暮らし続けられ
るための取組は、ご家族の安心につながる
支援でもあります。高齢者が要介護状態に
なっても、ご家族の負担を少なくし、地域
社会全体で支える仕組みが地域包括ケアシ
ステムです。

○

100

　高齢者だけでなく、認知症を家族で最大
限サポートできるよう、家族も支える取組
が必要。

　区では、介護家族の会やボランティア等
の協力を得て、認知症の人や家族を支える
地域づくりに取り組んでおり、今後も介護
者支援や見守り事業の充実に努めます。

○

15
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101

　介護保険制度改悪により、要支援高齢者
の保険はずしが行われ、十分なサービス提
供の保障がない。予算の上限を定めること
なく提供できる体制をとること。

　総合事業を含む地域支援事業は、介護保
険法において、「当該区市町村における介
護予防に関する事業の実施状況や介護保険
の運営状況、75歳以上の被保険者数などを
勘案して政令で定める額の範囲内で行うも
の」とされています。
　区は、総合事業に取り組むことで、高齢
者の選択肢が増えるよう、多様な担い手に
よる多様なサービスの拡大を図り、サービ
ス抑制につながることがないよう取り組み
ます。それとともに、持続可能な介護保険
制度の運営に向けて、介護保険財政の適正
化に努めます。

※

102

　介護保険料の値上げは行わず、減免制度
の拡充を行って欲しい。

　高齢者や介護を必要とする方の数の増加
に伴い、介護給付費は年々増加し続けてお
り、保険料の一定の値上げは避けられない
状況です。平成27年度から始まる第６期介
護保険事業計画期間においては、これまで
実施してきた減免制度を継続するととも
に、新たな保険料負担軽減策を実施するな
ど、低所得者に配慮した保険料設定となる
よう検討していきます。

※

103

　障害があっても地域で助け合って生活す
るための施策のさらなる充実を求める。

　障害の有無に関わらず、地域で助け合い
ながら生活できるよう、障害者の社会参加
や地域の障害理解促進に取り組んでいきま
す。

□

104

　重度心身障害児（者）の家族支援事業に
関して、この事業が区内で実施され、母親
の負担が軽減されることを願っている。

　医療的ケアを要する重症心身障害児
（者）の家族等の介護負担を軽減するた
め、「重症心身障害児（者）在宅レスパイ
ト事業」として27年度から実施します。

○

105

　計画の取組では、時間がかかり、また量
的にも不足していて、重度障害者のグルー
プホーム対策からは程遠い感がある。

　重度障害者グループホームの整備の必要
性は認識しています。今後、整備する中で
検討します。 △

106

　区有地活用、民有地活用を問わず、重度
障害者のグループホームを整備しようとす
る法人への整備費増額に加えて運営費補助
を具体的な計画に盛り込んで欲しい。

　重度障害者グループホームの整備の必要
性は認識しています。今後、整備する中で
検討します。 △

107

　グループホームの整備については、計画
の数では足りない。区主導の計画だけでな
く、個人や社会福祉法人等民間が進める計
画にも手厚い支援を行う旨追記を要望す
る。

　重度障害者グループホームの整備の必要
性は認識しています。今後、整備する中で
検討します。 △

108

　グループホームを5か年で10室は少ない。
重度障害者グループホームの建設推進を施
策の一つとして欲しい。
　民間主導のグループホームにも整備費補
助の増額を。また、運営費についての補助
もビジョンに明記して欲しい。

　重度障害者グループホームの整備の必要
性は認識しています。今後、整備する中で
検討します。

△

戦略計画６　 障害者の地域生活を支援
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109

　就労を定着させていくためには、就労
後、当事者や事業所に対するフォロー体制
が必要。

　定期的な職場訪問による就職者への支援
や、事業所との連携強化などにより、就労
後の職場定着を支援します。

○

110

　就労支援について、障害特性を踏まえた
支援の強化をして欲しい。

　定期的な職場訪問による就職者への支援
や、事業所との連携強化などにより、就労
後の職場定着を支援します。障害特性を踏
まえた就労支援の強化については、ビジョ
ンに基づく障害者計画において示していき
ます。

○

111

　障がい者が働く場所として、行政主導で
特例子会社の誘致を。

　特例子会社誘致については、引き続き研
究課題としていきます。障害者の働く場の
確保は、区内企業への啓発、職場体験の受
入れから雇用までの支援に取り組むことで
進めます。

△

112

　自宅に訪問して、音訳朗読・パソコン入
力・文書の校正や編集・ホームページ作成
などの支援が受けられるサービスを希望す
る。

　視覚に障害のある方へは、外出のための
支援やパソコン教室などの実施により、社
会参加や日常生活の支援の充実に努めてい
るところです。自宅訪問による支援拡大の
予定はありません。

※

113

　医療助成、福祉タクシー券等のプチ福祉
政策など、他障害との格差を解消し、3障害
共通の仕組みにして欲しい。

　心身障害者（児）医療費助成制度の対象
者拡大については、東京都の動向を注視し
つつ他区の動向も踏まえて東京都に働きか
けていきます。
　練馬区心身障害者福祉タクシー券は、下
肢・体幹・移動・視覚・内部障害で身障手
帳１～３級または愛の手帳１・２度の方を
対象としており、精神障害者は対象として
いません。現状では福祉タクシー券の支給
は困難と考えます。

※

114

　精神障害者へのサービスは、日中サービ
ス、居宅サービス共に民間事業者が担って
いるので、区は、積極的に応援、支援して
欲しい。公共地等の活用、空き店舗、土
地、建物の情報の共有、バリアフリー要綱
の見直しを是非検討して。

　区ではこれまで運営費の一部補助や人材
育成等により事業者支援を行っています。
今後も同様の支援を継続します。施設移転
に際しての情報提供については、状況に応
じて行っていきます。

□

115

　障害者差別解消法第17条に定める、障害
者差別解消支援地域協議会を設置し、他障
害との格差及び障害を理由とする紛争解決
の権限を持たせることで、権利擁護を推進
することを要望する。

　差別解消法の平成28年４月施行に向け、
必要な検討、準備を進め、その中で協議会
等のあり方を検討していきます。

△

116

　障害者差別に関する条例制定を要望す
る。

　現在、障害者差別に関する条例につい
て、制定の予定はありませんが、区民の啓
発等さまざまな方法により障害者差別解消
に向け取り組んでいきます。

※

17
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117

　練馬光が丘病院を周産期医療連携病院と
すること。

　練馬光が丘病院については、周産期連携
病院の指定など医療機能の拡充に関し、改
築の機会を活用して病院等と協議を行って
いきます。

△

118

　病床の増設は190では、まったく足りな
い。板橋区から大病院を移転させるくらい
の画期的な政策をもって臨むべき。

　戦略計画に定めた190床の増床事業を着実
に進めます。さらなる病床の確保に向けた
新たな支援制度を創設し、同一保健医療圏
からの病院誘致を含め、医療環境の充実に
努めます。

○

119

　医療過疎解消のため、急性期500床の病院
整備を計画の中心に位置づけ取り組んで欲
しい。

　新たな急性期病院の整備については、現
在、国が検討している一般病床の機能分化
に関する議論や東京都が定める地域医療構
想などの動向を注視し、引き続き取組の推
進に努めます。

○

120

　これからの練馬区に必要なのは、急性期
医療つまり24時間ERの充実である。ベッド
をもたなくてもERを行う固定のセンターを
数か所つくることが急務。
　川越救急クリニックで急性期医療を実践
されている院長を、まずはアドバイザーと
して招いて欲しい。

　計画７の取組は、人口10万人当たりの病
床が極端に少ないという区の課題を解決す
るために行うもので、今後ますます増加が
見込まれる癌・脳卒中・心筋梗塞などの疾
患に対応するためにも、病床の確保を前提
とした検討が必要と考えています。一次・
二次を含めた救急医療体制については、川
越市の状況も研究しながら別途検討を続け
ていきます。

△

121

　新たな病院誘致を行うのではなく、「か
かりつけ医制度」を進めることで、地域で
の医療ネットワークづくりの充実を図るべ
きである。

　区における人口10万人あたりの一般・療
養病床数が23区中最も少ない現状等に鑑み
ると、既存病院の増床や新たな病院の誘致
を図る必要性は高いと考えます。
　一方、慢性的な病気や通院治療ができる
日常的な病気を診てもらう診療所の医師を
「かかりつけ医」としてもつことは、医療
機関が役割に応じて機能を分担しながら連
携を図る医療連携体制の充実に必要です。
　区としては両者について取り組むことで
地域医療の充実に努めているところです。
「かかりつけ医」については、現在、練馬
区医師会と協力して、その普及に向けた取
組を進めています。

□

122

　病院利用者の立場から、（保谷厚生病院
など区市の境界にある病院を想定）西東京
市と共同利用の形態をとって欲しい。

　区では、できる限り生活の場に近い所
で、急性期から回復期、慢性期に至る医療
を受けることができるよう、病床の確保と
医療提供体制の整備を課題と位置づけ、地
域医療の充実に向けた取組を進めていま
す。医療資源が不足する地域においては、
隣接する行政機関同士の連携や、病院間あ
るいは病院と診療所の医療連携を進めるこ
とは重要です。区が直接区外の病院を支援
することは困難ですが、ご意見は、今後の
練馬区の医療行政を進めるうえで参考にし
ます。

※

戦略計画７　病床の確保と在宅療養ネットワークの構築
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123

　「地域周産期母子医療センターの整備も
含めた周産期医療の充実」と「小児救急入
院患者を受け入れる病床の確保を始めとし
た小児救急医療体制の充実」を目標に挙げ
て欲しい。入院を要する区民の約７割、救
急患者の約６割が区外の病院に入院、搬送
されている現状、さらに、区内医療機関で
の出産割合が約３割にとどまるという現状
は、都内で２番目に多い人口を抱える区と
して、区民の命の安全を守れる水準ではな
い。

　戦略計画に定めた取組は、区が抱える
様々な課題を解消し、医療環境をさらに向
上させるために行うものです。
　「地域周産期母子医療センターの整備」
や「小児救急入院患者を受け入れる病床の
確保」などの取組を着実に推進し、周産期
医療や小児救急医療の拡充・充実につなげ
ていきます。

□

124

　小児・周産期医療のさらなる拡充をおこ
なうこと。

　戦略計画における各取組を推進するとと
もに、二次保健医療圏内における医療機関
間の連携を推進し、小児・周産期医療のさ
らなる拡充に努めます。

□

125

　区内有床診療所へ支援して欲しい。 　有床診療所を含め、医療機関の運営は、
診療報酬で対応することが基本と考えま
す。

※

126

　脳卒中に対応可能な救急病院とリハビリ
テーション病院の建設（誘致）が必要。

　今後の超高齢社会を見据え、急性期から
回復期、慢性期まで区民が安心して医療を
受けられる環境の整備に努めます。

○

127

　がん検診車が特養老人ホームまで来てく
れれば、身体不自由者や知的障害者も介護
士の介添で受診できると思うので、検討し
て欲しい。

　特別養護老人ホーム等に入所されている
方については、各施設において個々の状況
により対応しているため、現在のところ、
特別養護老人ホーム等で区ががん検診を実
施することは困難です。より多くの区民に
受診していただけるがん検診の実施を目指
し、様々なご意見を踏まえながら、引き続
き検討をしていきます。

※

128

　地域コミュニティの確立が大切。そのた
めには、小学校区、町会、隣組等の活性化
と活用が大切。

　区では大泉西地区をモデル地域として、
これまでさまざまな地域課題を取り上げ、
講演会や勉強会などを実施してきました。
これらを通して「高齢者などの見守り」が
地域住民の共通の課題であり、取組が必要
であることがわかりました。そこで戦略計
画８において、出張所等を段階的に地域の
見守り拠点とする方向性を示したところで
す。今後は、地域の実情に合わせて、地域
団体や事業者等のネットワークづくりを進
めるモデル事業を進めていきます。

□

戦略計画８　つながり、見守る地域づくり

19
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129

　大泉西地域活動支援拠点は、地域の諸団
体の連携を図る活動の先頭になって活動し
ている。ビジョンの８で「つながり、見守
る地域づくり」があげられてるが、まさに
それのモデル事業となる取り組みだと思
う。是非、これからも大泉西地区地域活動
支援拠点の活動を今まで以上に応援して欲
しい。

　区では大泉西地区をモデル地域として、
これまでさまざまな地域課題を取り上げ、
講演会や勉強会などを実施してきました。
これらを通して「高齢者などの見守り」が
地域住民の共通の課題であり、取組が必要
であることがわかりました。そこで戦略計
画８において、出張所等を段階的に地域の
見守り拠点とする方向性を示したところで
す。今後は、地域の実情に合わせて、地域
団体や事業者等のネットワークづくりを進
めるモデル事業を進めていきます。

□

130

　人と人との温かみの感じられるまち、生
きがいのある生活を盛り込んで欲しい。

　区では大泉西地区をモデル地域として、
これまでさまざまな地域課題を取り上げ、
講演会や勉強会などを実施してきました。
これらを通して「高齢者などの見守り」が
地域住民の共通の課題であり、取組が必要
であることがわかりました。そこで戦略計
画８において、出張所等を段階的に地域の
見守り拠点とする方向性を示したところで
す。今後は、地域の実情に合わせて、地域
団体や事業者等のネットワークづくりを進
めるモデル事業を進めていきます。

○

131

　避難拠点は、在宅避難者の支援を行う場
でもあることを区民に理解してもらう必要
がある。在宅避難者の基準を明確にするこ
とで、自宅での備蓄の強化につながり、自
助の啓発にもつながる。

　避難所で生活をしていなくても、避難者
と同様に支援の必要な方々を「在宅避難
者」といいます。
　避難拠点は地域の防災拠点としても位置
づけており、在宅避難者の支援を行う場と
なります。
　災害時の在宅避難者の人数は、避難拠点
への避難者数を超えることが予想され、家
具の転倒防止や物資の備蓄など、引き続き
自助の啓発に努めていきます。

△

132

　在宅避難者の把握・情報提供・支援の
コーディネートの方法は、在宅避難の状況
を具体的に想定した計画を策定し、地域住
民とともに決めていくこと。

　各地域で訓練等を重ねるなかで検討して
いきます。

△

133

　災害時要援護者の安否確認は避難拠点で
なく、地域で、発災と同時に行わなくては
遅くなる。

　安否確認を速やかに行うことは大切なこ
とです。それには、一定の人数が必要であ
るため、避難拠点に集合した後、一斉に行
うこととしています。ただし、地域の方々
が協力して安否確認を行う体制が構築され
ている場合は、その方法で確認をお願いし
ます。

□

134

　今回のビジョンの「計画８」には「登録
者に対しては、避難拠点（区立小中学校 99
校）に集結した民生・児童委員や区民防災
組織、ボランティア等の協力による安否確
認を実施します。 」とあるが、既に確立し
た安否確認の方法を持つ地区では民生・児
童委員は拠点に集結しないので、この項か
ら「民生・児童委員」の文字は削除して欲
しい。

　避難支援については、各地域の状況や避
難行動要支援者の身体状況等に応じて実施
するものと考えます。民生・児童委員につ
いても、安否確認や関係機関への通報等、
可能な範囲での避難支援を行うものと考え
ます。

※

20
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135

　登録者の60％が町会の非会員であり、日
常疎遠であり、登録者は町会加入を義務と
させたい。

　災害時要援護者名簿は、災害時に自力で
避難することが困難な方が登録するもので
あり、町会をはじめ、団体に属することを
登録要件とすることは困難です。

※

136

　法改正にともない、災害時要援護者名簿
が避難行動要支援者名簿の位置づけとなる
が、変更点や取扱について関係者に説明
し、理解を得るように努めること。

　適宜、説明を行います。

□

137

　近隣との助け合いが機能している場合の
避難拠点との連絡の取り方などのきめ細か
いルール作りを住民参加で行うべきであ
る。

　地域で安否確認の仕組みが確立している
場合には、確認した安否情報を避難拠点に
提供いただき、連携して必要な対応を図り
ます。

□

138

　平時において、災害時要援護者の避難想
定、避難経路の個別確認などを行い、発災
時に対応できるような訓練を行うこと。

　各地域で訓練等を重ねていきます。

□

139

　福祉避難所への搬送は誰が責任者かはっ
きりしない。発災時の安否確認のあとの対
応など、区民防災組織活動の手引きは検討
の余地が多いと思う。

　災害時には多様な手段を用いて搬送する
ことが大切です。また、搬送については、
避難拠点および福祉避難所の受け入れ状況
等を踏まえ、区が判断します。
　なお、区民防災組織活動の手引きについ
ては、区民防災組織などからご意見をいた
だきながら随時見直すこととしています。

△

140
　障害者施設の福祉避難所をさらに増やす
ように求める。

　施設開所状況等を見据え、適宜対応して
いきます。 △

141

　災害時要援護者が平時に通う施設におい
て、十分な備蓄ができるよう区の支援を求
める。

　区と事業者とが連携し、施設における備
蓄の充実に努めていきます。

※

142

　災害時に配慮が必要な避難者もいる。平
時においての機能や目的が果たせるよう
に、男女共同参画センターえ～るなどの施
設は災害時の位置づけを明確にすできであ
る。

　発災直後から応急対策活動を円滑に実施
できるよう、練馬区地域防災計画におい
て、区立施設の災害時の利用計画を定めて
います。

□

143

　高齢者施設内または隣接地に未就学児の
子どもを預かる施設を設けて欲しい（｢幼」
と「老」が触れ合える場を望む）。

　各施設では高齢者と子どもが交流できる
事業等も行っています。既存の施設内に新
たなスペースを確保するのは難しい状況で
すが、施設の改修・改築や新規開設時に複
合化について検討します。

△

144

　生活保護制度の適正な運用を。 　生活保護制度について、区は適正な運用
に努めているところです。疑問に思われる
場合は個別に管轄の総合福祉事務所にご連
絡ください。

□

柱Ⅱ　その他
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145

　大江戸線土支田駅予定地を人通りが多い
土支田通りに接した場所に移すべき。

　大江戸線の延伸は、延伸区間約４㎞の間
に駅間の距離を考慮し、土支田駅、大泉町
駅、大泉学園町駅の３駅の設置を想定して
います。土支田駅については区画整理事業
により、すでに駅前広場予定地を確保して
います。駅の設置場所は事業予定者である
都が決定していくものですが、移動は困難
と考えます。

※

146

　大江戸線の延伸については、延伸地域と
光が丘地域での利害関係を考慮し、全体が
合意できるような方向性を住民参加で築い
ていくこと。

　大江戸線の延伸は、区北西部の利便性を
大きく改善し、東京圏全体の安全で良質な
都市基盤の形成に資する鉄道路線です。延
伸地区のみでなく広く区全体に、延伸した
場合の区民生活や地域経済への整備効果を
積極的に周知していきます。大江戸線延伸
促進期成同盟を通じて様々な促進活動に取
り組んでいきます。

□

147

　大江戸線の延伸については、事業予定者
の東京都が採算性を理由に実現がハッキリ
していない中、基金を積み増そうとしてい
るが、区民生活が厳しさを増していること
を考慮し、基金の積み増しは止め、その分
を区民生活を守る予算として切り替えるこ
と。

　大江戸線の延伸は、区北西部の利便性を
大きく改善し、東京圏全体の安全で良質な
都市基盤の形成に資する鉄道路線です。実
現に向けては、区も応分の負担をする必要
があります。大江戸線延伸基金は、そのた
めに活用するものであり、必要なものと考
えています。

※

148

　大江戸線の延伸、230号線、233号線の整
備を促進して欲しい。

　大江戸線の延伸は、区が取り組むべき最
も重要な課題の一つです。
　230号線、233号線の整備については、東
京都が都市計画道路の整備方針に基づき、
整備を行っていきます。区は、道路整備と
併せた沿道まちづくりを進めていきます。

○

149

　都市計画道路は、人口の減少や超高齢化
社会へ向かうなど計画当時と異なる局面を
迎えているため、改めて区民とそのあり方
を白紙から検討し直して欲しい。

　都市計画道路は、円滑な都市活動を支え
るとともに、区民の日常生活の面からも、
重要な役割を担っており、着実に整備を進
める必要があります。都は、昭和21年の戦
災復興計画以降、社会情勢等の変化を踏ま
え、数次にわたり、都市計画道路の見直し
を行ってきました。都市計画道路を白紙か
ら見直す考えはありません。

※

150

　「都市計画道路の整備率は低く、特に西
部地域が低い」ことよりも、「みどりの広
場」や「憩いの森」・農地を残すためでも
ある「体験農園」を区民とともに作ってき
た区の努力の方が価値がある、必要性があ
る、未来の子どものためになると思う。新
しい道路ではなく、今ある道路の整備・拡
幅にとどめ、これ以上道路によって地域が
分断したり、遺産相続によって緑地や農地
が失われることがないような制度が必要。

　都市計画道路は、円滑な都市活動を支え
るとともに、区民の日常生活の面からも、
重要な役割を担っており、着実に整備を進
める必要があります。道路整備にあたって
は緑化など快適な都市環境を創出します。
一方、多面的機能を有する都市農地は重要
な社会資本です。都市農地保全には制度面
の課題があることから、区では、特区の提
案を行っています。

※

戦略計画９　鉄道、道路などインフラの整備

柱Ⅲ　安全・快適な都市の実現に向けた基盤整備
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151

　整備率や計画線に捉われず、環境保全や
財政などの多方面から将来世代に負担を残
さないように住民参加でまちづくりとして
取り組むべきである。2016年度から2025年
度までの新たな事業化計画の策定について
も、都市計画道路そのものの廃止も含め区
民と協働で見直すこと。

　都と特別区は、概ね10年間で整備する路
線を定め、住民の理解を得ながら、計画
的、効率的に整備を推進しています。区内
の都市計画道路の整備率は、23区の平均を
大きく下回っています。５年後には23区平
均の整備率６割となること目標とし、整備
を進めます。道路整備に際しては、発想を
転換し、街路樹等による緑化や無電柱化、
自転車レーンの整備などで快適な都市環境
の創出を目指します。新たな事業化計画の
策定にあたっては、検討段階に応じて、パ
ブリックコメンﾄを実施するなど区民の意見
を聴く予定です。

※

152

　地域防災力の向上のためには、住民同士
の顔の見える関係づくりが不可欠である。
地域を分断する都市計画道路の整備は見直
すべき。

　都市計画道路は、防災の観点では、災害
時における広域的な救援・救護活動や延焼
遮断帯の形成など、重要な役割を担ってい
ます。整備にあたっては、道路の横断箇所
を適切に配置することや、通学路や主な生
活動線など、地域の一体性の確保にも充分
に配慮していきます。整備を見直す考えは
ありません。

※

153

　道路緑化は道路の流れに応じたデザイン
としてほしい。

　国や都などの事業主体とも連携し、地域
の方のご意見を伺いながら、その地域に適
した緑化を検討していきます。

△

154

　道路緑化と沿道緑化を一体的に進める。 　幹線道路が整備され、その沿道まちづく
りを進める際、公園・緑地を整備し、みど
りの創出を図っていきます。また、国や都
などの事業主体とも連携し、都市計画道路
や河川の整備にあわせ、みどりの創出に取
り組みます。

○

155

　道路事業で収用した土地の残地を利用し
たみどりの創出を都区で分担して進めてほ
しい。

　国や都などの事業主体とも連携し、道路
用地買収による残地のうち、可能な箇所に
ついては、植栽帯とするなど、みどりの確
保に努めていきます。

○

156

　都市計画道路の整備について、「外環道
は、その計画撤回を国や都に働きかける」
に変更すること。

　外環は、首都圏全体の道路ネットワーク
の形成と、区内の深刻な交通問題の解決に
資する重要な道路であり、早期整備が必要
です。国や都に計画の撤回を求める考えは
ありません。

※

157

　莫大な経費を必要とする外環道は、その
計画撤回を国、都に働きかけること。

　外環は、首都圏全体の道路ネットワーク
の形成と、区内の深刻な交通問題の解決に
資する重要な道路であり、早期整備が必要
です。国や都に計画の撤回を求める考えは
ありません。

※

23



№ 意見の概要 　　　　　　　　　区の考え方
対応
状況

158

　「外環の２」は、地域住民の合意が得ら
れていないため、都に中止を求めて欲し
い。

　外環の２について、都は、平成20年に公
表した「検討の進め方」に基づき、広く意
見を聴きながら検討を進め、都市計画変更
の手続を経て、平成26年11月に、都市計画
の変更を決定しました。こうした都の取組
や手続は、適切に行われてきたと認識して
います。都に中止を求める考えはありませ
ん。

※

159

　外環道および外環の２の整備について
は、地権者および沿道住民の対応を国や都
などの事業者任せにせず、練馬区が説明責
任を果たすべき。

　外環および外環の２については、事業者
である国や都が、責任を持って対応すべき
であると考えます。今後も、国や都と連携
して、区民の意見を聴きながら、整備促進
に取り組みます。

※

160

　新しい計画道路沿いには、大手スーパー
などの大型店舗ばかりとなり、新しい道路
のまちについていけなかった個人商店は立
ち行かなくなる。地元の生活に配慮ある計
画の実施を望む。

　都市計画道路は、交通・環境・防災など
の面からも重要な道路です。その整備にあ
たっては、地域への丁寧な対応を行うよ
う、事業の所管へ働きかけていきます。
　また、まちづくりについては、地元の商
店会や町会を含む地域の皆様のご意見を広
く聞きながら進めています。
　今後も地域の状況に応じて沿道のまちづ
くりを行う際には、地域の合意形成も努め
るとともに、商店街の活性化等も担当部署
と連携していきます。

□

161

　補助135号線が大泉第二中学校の敷地を分
断することは、教育の軽視に他ならない。
区は、５年10年先ではなく、50年、60年先
にも禍根を残さない仕事をして欲しい。

　補助135号線については、道路整備と大泉
第二中学校の教育環境との調和を図るため
検討しており、引き続き地域の皆様のご理
解を得るよう努め、整備に取り組んでいき
ます。

※

162

　大泉第二中学校を分断する都市計画道路
135号線と232号線は、子どもたちや地域住
民への影響を考え、中止して欲しい。

　本路線のような都市計画道路は、円滑な
都市活動を支えるとともに、区民の日常生
活の面からも重要な役割を担っています。
区内の整備率は23区の平均を下回ってお
り、とりわけ西部地域の整備率は低く着実
に整備する必要があります。
　道路整備に際しては、街路樹等による緑
化や無電柱化など快適な都市環境の創出を
めざしていきます。
　現在、道路整備と大泉第二中学校の教育
環境との調和を図るため検討しており、引
き続き地域の皆様のご理解を得るよう努
め、整備に取り組んでいきます。

※

163

　都市計画道路補助132号線と232号線につ
いて、計画が大幅に遅れているが、現在の
進捗状況は？整備にあたっては、街路樹と
街路灯について配慮して欲しい。

　132号線は、現在引続き用地取得を進める
とともに、今年度、用地取得が完了してい
るエリアから下水道工事に着手していま
す。また、232号線についても、電線類の地
中化を進めています。今後も早期完成に向
け取組んでいきます。
　道路整備にあたっては、石神井公園の玄
関口にふさわしい街路樹によるみどりの軸
を形成していくとともに、街路灯の設置に
ついてもあわせて取り組んでいきます。

□
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164

　補助232号道路は富士街道までならば駅の
便にいいが、それ以西には、問題が多い。
慎重に取り組むこと。

　補助232号線は、笹目通りから、西東京市
境に至る延長約4.4㎞の東西道路です。５本
の都市計画道路と交差し、石神井公園駅の
交通広場と接着する路線であり、交通、環
境、防災など地域課題の解決に資する重要
な道路です。整備に当たっては、住民の理
解を得ながら取り組んでいきます。

△

165

　富士街道の道幅が狭く、子どもたちに
とって危険な個所について、区の対応策が
ききたい（都道であることは承知のうえ
で）。

　富士街道の拡幅については都議会で陳情
が採択されていると聞いており、練馬区議
会でも陳情が採択されています。また、東
京都は、交通量調査、現況調査を行ってい
ると聞いています。区としても引き続き、
早期の整備を要請するとともに、調整に努
めていきます。

―

166

　整備率が低い大泉地域を区画整理なり、
幅員拡張なりどうにかしてほしい。区が
もっと主体的に取りまとめ役として動かれ
ることを期待する。

　 都市計画道路について都と特別区は、概
ね10年間で整備する路線を定め、住民の理
解を得ながら、計画的、効率的に整備を推
進しています。区内整備率は23区の平均を
大きく下回り、とりわけ区西部地域の整備
率が低くなっています。５年後には、23区
平均の整備率６割となることを目標とし整
備を進めます。

○

167

　土地開発や産業活性化に力を入れるよ
り、練馬区の住民が快適に住めるような政
策を進めて欲しい。迷路のような道路を何
とかして欲しい。

　道路をはじめとした都市基盤（社会イン
フラ）は、環境・防災・景観など都市生活
に不可欠な機能を担っています。快適な都
市環境創出に向けて、道路や公園なと都市
基盤の整備を進めます。

○

168

　車から電車、自転車へ、自転車から歩行
へと、道路の使い方を見直す施策を。

　都市計画道路の整備に際しては、これま
での発想を転換し、街路樹等による緑化や
無電柱化、自転車レーンの整備など快適な
都市環境の創出を目指します。なお、駅前
広場の整備等により、公共交通の乗換えの
利便性の向上を目指します。

○

169

　鉄道の立体化によって、既存の道路の渋
滞は改善されることが予測できるので、外
環の２は不要。西武線立体化と外環の２は
分けて考えるべき。

　鉄道立体化の実現に当たっては、事業の
効果を最大限に発揮することが必要であ
り、周辺の道路整備や駅前広場の整備な
ど、沿線のまちづくりを一体的、総合的に
進めることが重要です。鉄道立体化のみで
は、地域の課題の解決には至らないと考え
ています。鉄道立体化と道路整備を切り離
して進める考えはありません。

※

170

　西武新宿線の立体化は、地域住民のみな
らず、多くの区民の切実な要求である。し
かし、区民意見が二分する「外環の２」を
はじめとした都市計画道路の整備を目的に
入れているため、区民全体の運動にできな
い進め方となっている。立体化と道路は切
り離して進めて欲しい。

　鉄道立体化の実現に当たっては、事業の
効果を最大限に発揮することが必要であ
り、周辺の道路整備や駅前広場の整備な
ど、沿線のまちづくりを一体的、総合的に
進めることが重要です。鉄道立体化のみで
は、地域の課題の解決には至らないと考え
ています。鉄道立体化と道路整備を切り離
して進める考えはありません。

※

25
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171

　西武新宿線の立体化とJR新宿駅乗り入れ
について、東京都等関係各所への働きかけ
を。

　西武新宿線（井荻～東伏見駅付近）の立
体化の促進については、平成27年１月に、
区民、区議会、区が一体となった「西武新
宿線立体化促進協議会」を設立し、１月29
日に都に対し要請活動を行いました。今後
も、鉄道立体化の早期実現に向け、関係機
関への要請活動等に取り組みます。
　西武新宿線のJR新宿駅への乗り入れにつ
いては、西武鉄道からは、具体的な計画は
ないと聞いています。今後も国の動向を踏
まえ、東京都や沿線区市との連携を図りな
がら、適切に対応していきます。

〇

△

172

　踏切事故の危険性が特に高い上井草駅に
ついては、杉並区と連携し上下線ホームを
繋ぐ跨線橋の早期設置を鉄道事業者に働き
かけるべき。

　区では、地域の方々と一緒に上井草駅周
辺地区のまちづくりに取り組んでいます。
今後も、その中で、杉並区や関係機関とも
連携し、西武新宿線の立体化を前提とし
て、現状の課題も踏まえたまちづくりにつ
いて西武鉄道にも働きかけていきます。

△

173

　西武池袋線保谷駅までの立体化に取り組
んで欲しい。

　西武池袋線の大泉学園～保谷駅付近につ
いては、平成16年に東京都が策定した「踏
切対策基本方針」において、「鉄道立体化
の検討対象区間」に位置づけられていま
す。引き続き東京都に当該区間の鉄道立体
化を働きかけていきます。

△

174

　西武池袋線の桜台-池袋間の高架化にあ
たっては、環七との上下入れ替えを合わせ
て行うべき。道路のオーバーパスやアン
ダーパスはスリップ事故や大雨による冠水
のリスクが高い。大泉学園駅付近の高架化
ではこのようなリスクのある整備であるほ
か、自転車への配慮が置き去りとなってい
る。

　西武池袋線と環状七号線の交差部はすで
に立体交差化がなされており、鉄道の高架
化の予定はありません。補助135号線の整備
や管理は、道路管理者である区が関係法令
を順守し、適切に対応しています。

※

□

175

　大泉学園駅周辺はどうするのか。立体化
について一言言及してもらいたい。

　ビジョンは、今後５年間を目標に主要な
取り組みを示したものです。西武池袋線の
大泉学園～保谷駅付近については、平成16
年に東京都が策定した「踏切対策基本方
針」において、「鉄道立体化の検討対象区
間」に位置づけられています。ビジョンへ
の記載はありませんが、引き続き東京都に
当該区間の鉄道立体化を働きかけていきま
す。

△

176

　新たな取組として、「障害者、病弱者、
乳幼児をもつ若い区民、そして高齢者に
とって安心して利用できる区内鉄道各駅お
よび公共施設のバリアフリー化の促進」を
加えること。

　区では、バリアフリー法に基づき、平成
23年までに、区内21駅全てにおいてバリア
フリー化された経路が１ルート確保されま
した。ビジョンへの記載はありませんが、
今後も鉄道事業者に対して、さらなるバリ
アフリー化に向けた適切な対応を求めてい
きます。

□

177

　歩行者の危険横断対策に関する法改正を
国に働きかけるべき。

　関係機関と連携し交通安全ルールとマ
ナーの普及・啓発に努めます。なお、道路
交通法に関することは、交通管理者である
警察署にご意見をお伝えします。

―
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178

　自転車を歩行者扱いから車両扱いとすべ
く、早急に自転車信号を整備するべき。混
雑する場所への車両（自転車）の乗り入れ
（手押しを含む。）も禁止すべき。駐車場
の安全確保も必要。

　道路交通法および信号機に関することを
所管する、交通管理者である警察署にご意
見をお伝えします。

―

179

　自転車のデポジット制導入により、乗り
捨て自転車に歯止めを。

　デポジット制度の導入は、その制度の仕
組み上、広域的な対応が効果的とされてお
り、先行して研究している東京都の対応な
どを注視していきます。

―

180

　計画からエイトライナーが抜けている。
エイトライナーの実現に向けて促進して欲
しい。

　ビジョンは、今後５年間を目標に主要な
取組を示したものです。エイトライナー
は、平成12年に鉄道網の整備に関する基本
的計画である、運輸政策審議会の答申18号
において、「今後整備について検討すべき
路線」に位置づけられています。ビジョン
への記載はありませんが、今後も、関係区
と連携して、調査研究に取り組んでいきま
す。

△

181

　エイトライナーは優等列車停車駅との連
絡の便を考えて、経路の見直しを。

　エイトライナーは、環状８号線を基本
ルートとしており、経路の見直しについて
は、導入空間を確保するための用地買収や
関係者との調整など、さらなる課題がある
と考えます。今後も、関係区と連携して、
調査研究に取り組んでいきます。

※

182

　エイトライナーのルートについては、赤
羽方面から環八の下を通り平和台、春日
町、南田中、井荻となっているが、これを
都営三田線高島平駅起点とし、成増駅前広
場下から川越街道を横断し、光が丘公園の
北西端をかすめ西南に進み、笹目通り下に
入り、そのまま南下環八へのルートとし、
二子玉川に至る路線に変更するべき。ま
た、この路線の建設と運営は大江戸線と車
両の共用を考え都交通局に行わせるのが良
い。

　エイトライナーは、環状８号線を基本
ルートとしており、経路の見直しについて
は、導入空間を確保するための用地買収や
関係者との調整など、さらなる課題がある
と考えます。事業主体についても、検討を
行っており、事業手法も含め検討の深度化
が必要と考えています。今後も、関係区と
連携して、調査研究に取り組んでいきま
す。

※
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183

　みどりバスは、住民の要望に応え新規路
線を増やすとともに、30分ごとになるよう
増便し、運賃も100円として欲しい。

　みどりバスの運行は、公共交通空白地域
の改善などを目的としており、新規導入等
は、公共交通空白地域の状況を把握し、こ
れを踏まえつつ適切に対応を検討していき
ます。
　増便については、区の費用負担を踏まえ
つつ、利用状況や利用者ニーズ、運行事業
者の体制等を勘案し、検討していきます。
　運賃については、区内交通利用の公平性
から、他交通機関との整合性を図った水準
としています。このため、運賃を100円に引
き下げる予定はありません。

△

※

184

　特定緊急輸送道路沿道だけではなく、建
築物の耐震化や不燃化を促進するため、助
成額の拡充や不燃化改修助成の新設などに
より一層充実して欲しい。

　耐震化促進事業の助成額の拡充は、耐震
化の進捗状況や国および都の補助制度の動
向を踏まえて検討していきます。
　また、密集住宅市街地整備促進事業にお
いて、建替えに伴う不燃化への誘導を行う
とともに、一定の条件を満たす建物には助
成を行っていきます。

△

185

　地震対策。強度不足の建物建て替えに対
する補助率に上限を設けるのは限界があ
る。経済的に厳しいほど、補助率を高くす
る方向で見直すべき。

　戸建住宅の耐震改修工事助成は、工事費
用の３分の２かつ100万円が限度ですが、所
得合計が一定以下である世帯の場合には、
費用の５分の４で120万円が限度とし、補助
率・限度額ともに高く設定しています。

□

186

　建物が変則的な構造であっても、国の助
成基準にこだわらず、区独自の補完的な基
準で助成できるようにして欲しい。

　一つの建物に木造と鉄骨造が混在する
「混構造」や、中二階などを有する「ス
キップフロア」に関しては、その建物が地
震にどの程度耐えられるか、技術的に数値
化ができません。このため、建物のどの部
分をどの程度補強するかを定めることがで
きないため、耐震改修工事に対する助成を
行っておりません。
　倒壊しても一部屋だけは安全を確保する
耐震シェルターなどに対しては助成制度が
ありますので、活用をご検討ください。

※

187

　無電柱化は、大いに推進して欲しい。ま
た、生活者は安心、安全なまちを望んでい
るので、最優先に対策、予算計上して欲し
い。

　都市計画道路や生活幹線道路の整備にあ
わせて、無電柱化を進めます。また、歩道
の狭い既存道路においても、国や都の動向
を注視しながら、モデル事業として無電柱
化に取り組みます。

○

188

　木造密集地域はもっと指定地域を多くし
てほしい。また耐震補強については、対象
を広げて、実際に件数が多くなるようにし
てほしい。

　現在事業中地区の整備を着実に進めると
ともに、新たな事業地区の調査・検討を
行っていきます。防災性を高める必要のあ
る地区から木造住宅密集地域の改善に努め
ます。
　耐震化促進事業については、旧耐震建築
物を対象に助成しており、今後も耐震化率
向上のため、制度の普及啓発に努めていき
ます。

○

戦略計画１０　災害に強い安全なまちづくり
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189

　大雨冠水対策として、一時貯水機能整備
に対する補助制度を集合住宅にも拡大すべ
き。

　雨水浸透施設整備助成制度では、個人所
有の集合住宅１戸（棟）につき、雨水浸透
施設や雨水タンクの設置費用を助成してい
ます。

□

190

　ねりま防災カレッジ事業の充実だけでな
く、地域での平時からの防災意識向上につ
ながる取組をすること。

　防災学習センターで実施しているねりま
防災カレッジ事業では、地域の方々の希望
を受けて、区の職員や専門の講師を派遣
し、防災講話やワークショップ等を実施す
る「出前防災講座」を実施しています。今
後もセンターでは地域における防災活動を
支援していきます。

□

191

　区はつぎの項目について、「ハザード
マップ」を作成して区民に公表すべき。
①　木造家屋密集地区で類焼・延焼の危険
が生じやすい地区の指定
②　地上の球形ガスタンクの倒壊による危
険区域指定
③　河川流域や凹地などでの洪水危険地区
指定　　など

　地震による建物の倒壊や火災の発生・延
焼に関する地域危険度については、東京都
が作成し、ホームページなどにより公表し
ています。また、洪水による浸水ハザード
マップについては、区で作成し、同様に
ホームページなどにより公表しています。

□

192

　感震ブレーカーの設置助成と消防水利の
充実を促進するなど、総合治水対策を更に
強化して欲しい。

　感震ブレーカーは、様々なタイプの製品
があり、助成についてはまだ整理すべき課
題があると考えています。導入に向けては
今後検討していきます。消防水利について
は、消防署が所管しているため、ご意見を
伝えます。

△

193

　大雨、地震、雪害に接したとき、ライフ
ラインの早期復旧が最も重要で、そのため
には、ハザードエリアでは宅地建物やイン
フラ整備の開発行為を禁止するのが有効で
ある。

　土砂災害特別警戒区域に指定された区域
において開発する場合には、開発者が開発
区域外の斜面に対して土砂災害防止施設を
整備するなど、基準に従ったものに限り許
可します。
　また、大規模な災害により、相当数の建
築物が滅失したり、不良な街区が形成され
る恐れがある場合等には、区域を定め、建
築や開発行為の制限を行います。

□

194

　幹線道路に建物を近づけない施策を国に
働きかけるべき。また、区として、この旨
を白書に載せるべき。

　道路境界から後退して建築するよう規制
をするためには、関係権利者等の合意によ
りルールを定めることが必要です。当該幹
線道路の形態や沿道の状況等により定める
内容が異なりますので、地区特性に応じた
まちづくりを進めていきます。

※

29
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195

　石神井公園駅南地区の地区計画の対象で
ある南部地域の住宅街についての協議は、
審議未了のままのはず。

　地域の皆様のご意見を聞きながら策定し
た「上石神井駅周辺地区まちづくり構想」
において、鉄道の立体化と駅にアクセスす
る南北道路の整備促進を位置づけており、
現在も本構想の実現に向けたまちづくり活
動を行っています。

□

196

　上石神井駅周辺のまちづくりは、地域住
民の合意形成が取れていない「外環の２」
ありきで進めるべきではない。

　地域の皆様のご意見を聞きながら策定し
た「上石神井駅周辺地区まちづくり構想」
において、鉄道の立体化と駅にアクセスす
る南北道路の整備促進を位置づけており、
現在も本構想の実現に向けたまちづくり活
動を行っています。

※

197

　保谷駅周辺地区のまちづくり検討組織に
よる協議会については、地権者や商業施設
の代表のように利害関係のある人ばかりで
なく、その地域を生活の場としている様々
な人の意見も取り入れ、多角的に街づくり
が検討できる組織となることを望む。

　保谷駅周辺地区のまちづくり協議会は、
町会・商店会の代表や地権者の他に、一般
公募などを検討しています。広く様々な視
点からまちの将来像についての意見交換を
行い、まちづくりを検討する組織にしてい
きます。

△

198

　生活利便性、賑わいのある商業環境、地
域の顔にふさわしい美しさとシンボル性な
ど、抽象的な言葉をどのように共有し、人
口減少社会においてどのように形成してい
くのか。

　地域住民の皆さまのご意見をお聞きしな
がら、地域の特性にあったまちづくりを進
めることで方向性を共有し、交通拠点機能
の向上を図ります。

△

199

　武蔵関、上井草、保谷駅周辺地区まちづ
くりは、地域住民に十分周知し、協働で取
り組むこと。

　まちづくりは、これまでも地域の皆様の
ご意見をお聞きしながら行っています。今
後も丁寧な合意形成を図りながら進めてい
きます。

□

200

　練馬駅南側の通称「飲み屋街」の再開発
のイメージの公募を求める。練馬区の一等
地に当たる地域地区がこのままで良いとは
思えない。

　練馬駅の南地区については、商店会、町
会および自治会が、めざすまちの姿につい
て検討を重ね、地域住民の意見を踏まえ
て、平成25年３月に「練馬駅南地区まちづ
くり憲章」を策定しています。
　現在、憲章をもとに具体的な取組が進め
られており、区では、こうした地域での自
主的なまちづくり活動への支援を通じて、
練馬の中心にふさわしいまちづくりに取り
組んでいきます。

※

□

201

　「駅周辺は日常生活を支える拠点になっ
ています」とあるが、大泉学園では、改修
に伴う駐輪場は見当たらない。買い物や施
設利用などのための駐輪スペースを駅周辺
に確保することが必要。

　大泉学園駅周辺の自転車駐車場について
は、これまでの通勤や通学で利用する長時
間利用者に加え、午後を中心とした駅周辺
での買い物などで利用する短時間利用者の
バランスを考慮しながら改修を進めていま
す。
　今後とも、まちづくり事業を行うにあ
たっては、自転車駐車スペースの確保を含
めて検討していきます。

□

戦略計画１１　地域生活を支える駅周辺のまちづくり

30



№ 意見の概要 　　　　　　　　　区の考え方
対応
状況

202

　駅前を整備するにあたり、そのまちのシ
ンボル的なほっとするスポットが欲しい。

　駅周辺のまちづくりにおいては、地域の
資源を生かし、シンボル性にも配慮した駅
周辺整備を行っています。
　練馬駅周辺の千川通りでは、千川上水を
イメージした舗装デザインや、かつて千川
上水にかかっていた筋違橋の親橋を復元し
ています。また、大泉学園駅北口でも再開
発事業の中で、アニメのまちの玄関口とし
てアニメモニュメント等を設置します。
　今後も、地域の皆様と共にまちの顔にふ
さわしい魅力ある駅周辺のまちづくりに取
り組んでいきます。

△

203

　住宅都市にふさわしい自立分散型エネル
ギー社会への取り組みに賛同する。

　自立分散型エネルギー社会の実現に向
け、（仮称）練馬区エネルギービジョンを
検討する中で、取組の方向性や具体的内容
について、区民の意見を聞きながら明らか
にしていきます。

○

204

　ビジョンに「住宅都市にふさわしい自立
分散型エネルギー社会へ」という項目がと
りいれられたことを歓迎する。

　自立分散型エネルギー社会の実現に向
け、（仮称）練馬区エネルギービジョンを
検討する中で、取組の方向性や具体的内容
について、区民の意見を聞きながら明らか
にしていきます。

○

205

　災害時のエネルギー・セキュリティ確保
のためにも、自立分散型エネルギー社会の
実現のためにも、更には地球温暖化防止の
ためにも、再生可能エネルギーの普及を進
める区の方針に、全面的に賛成する。

　再生可能エネルギーを普及させる方策
を、（仮称）練馬区エネルギービジョンを
策定する中で検討していきます。

○

206

　住宅都市にふさわしい自立分散型エネル
ギー社会への取り組みをスピーディーに進
めるためには、区と区民がうまく協働を進
めていくことが効果的。

　自立分散型エネルギー社会の実現に向
け、区民、事業者、区がそれぞれの立場で
協力することが必要です。今後、（仮称）
練馬区エネルギービジョンを検討する中
で、取組の方向性や具体的内容について、
区民の意見を聞きながら明らかにしていき
ます。

△

207

　（仮称）練馬区エネルギービジョンの区
意見募集は、素案を作って意見募集するの
ではなく、ワークショップや区民討議など
策定段階から区民が参加できるようにして
欲しい。

　（仮称）練馬区エネルギービジョンの策
定にあたっては、区民意見反映制度を始め
として環境審議会や練馬区地球温暖化対策
地域協議会などでさまざまな意見をお聞き
します。

※

208

　（仮称）練馬区エネルギービジョン作成
のための「練馬区エネルギービジョン検討
会議」には、区民及び区内の市民団体等を
メンバーに加えて。

　（仮称）練馬区エネルギービジョンの策
定にあたっては、区民意見反映制度を始め
として環境審議会、練馬区地球温暖化対策
地域協議会などでさまざまな意見をお聞き
します。

※

209

　福島第一原発事故の現状をみれば、これ
までの原発を中心としてきたエネルギー政
策を変え、基本的な考え方に「原発に依存
しないエネルギー」を入れるべき。

　区は、エネルギーの安定的確保、地球温
暖化対策や区民生活への影響を考慮しつ
つ、安全性の確保を前提に、原発依存度を
可能な限り低減していくべきであると考え
ています。

※

戦略計画１２　住宅都市にふさわしい自立分散型エネルギー社会へ
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210

　災害時にエネルギー確保するための施策
を希望する（高層マンションのエレベータ
が稼働可能な蓄電装置など）。

　（仮称）練馬区エネルギービジョンを策
定する中で、災害時のエネルギーセキュリ
ティの確保策として、拠点となる施設で自
立電源の充実などを検討します。

△

211

　避難所（福祉避難所を含む）の自家発電
機能の一部または全てを再生可能エネル
ギーでまかなうように変えること。

（仮称）練馬区エネルギービジョンを策定
する中で、災害時のエネルギーセキュリ
ティの確保策として拠点となる施設で自立
電源の充実などを検討します。

△

212

　災害時の避難拠点である小中学校、医療
機関、福祉施設に、安全な自然エネルギー
による発電設備の設置を、工程を設定した
上で、順次早急に進めて欲しい。加えて、
保育園、児童館、敬老館、区民住宅、その
他の区の施設においても、安全な自然エネ
ルギーによる発電設備の設置を進めて欲し
い。

　太陽光パネルは建物に大きな荷重がかか
るため、これまで施設の改築時に設置して
きました。（仮称）練馬区エネルギービ
ジョンの策定の中で、区立施設への太陽光
発電の設置について検討していきます。 △

213

　エネルギーセキュリティに関しては、新
しい視点として水素社会を見据えたエネル
ギー備蓄を考えてみてはどうか。

　水素ステーションを運営するエネルギー
事業者等と連携し、水素エネルギーの持つ
特徴や安全管理などを様々な角度で検討し
ます。

△

214

　戦略計画12「住宅都市にふさわしい自立
分散型エネルギー社会へ」の取組に賛成す
る。
　２⑴「災害時のエネルギーセキュリティ
の確保」を出来るだけ早く進めて欲しい。

　災害時のエネルギーセキュリティを確保
するために、（仮称）練馬区エネルギービ
ジョンを策定する中で、取組の方向性や具
体的内容について、区民の意見を聞きなが
ら明らかにしていきます。

○

215

　災害時の避難拠点となる小中学校、病
院、福祉施設などでの自家発電機能の充
実、蓄電設備の導入にあたっては太陽光発
電設備を各施設にもれなく設置していくこ
とが必要。

　太陽光パネルは建物に大きな荷重がかか
るため、これまで施設の改築時に設置して
きました。（仮称）練馬区エネルギービ
ジョンを策定する中で、区立施設への太陽
光発電設備の設置について検討していきま
す。

△

216

　信号機や街灯に太陽光パネル、蓄電池を
設置し、停電時に電源が確保できるように
すること。

　信号機については、警視庁が「警視庁大
震災対策推進プラン2014」に基づき、滅灯
対策を推進しています。
　街路灯については、（仮称）練馬区エネ
ルギービジョンの策定の中で、検討してい
きます。

―

△

217

　エネルギーの地産地消を目指して、学校
や保育園、図書館、体育館などに太陽光パ
ネルを設置して欲しい。

　太陽光パネルは建物に大きな荷重がかか
るため、これまで施設の改築時に設置して
きました。（仮称）練馬区エネルギービ
ジョンを策定する中で、区立施設への太陽
光発電設備の設置について検討していきま
す。

△

218

　太陽光発電設備の補助金が抽選方式と
なっているが、もっと重点的に取り組める
ように公社を作ってNPOと連携して再エネ発
電事業を推進してほしい。

　再生可能エネルギー設備の設置が進むよ
う（仮称）練馬区エネルギービジョンを策
定する中で検討します。
　公社を新たに作ることは考えていませ
ん。

△

※
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219

　計画12に学校の屋上への太陽光パネルの
設置を盛り込んで欲しい。

　太陽光パネルは建物に大きな荷重がかか
るため、これまで施設の改築時に設置して
きました。　（仮称）練馬区エネルギービ
ジョンを策定する中で、小中学校への太陽
光発電の設置を検討します。

△

220

　私立幼稚園や私立学校、福祉施設に対し
て、太陽光発電設備、太陽熱温水器ほか省
エネ設備を設置する際の補助金を出すこと
も検討して欲しい。

　太陽光発電などの設備がより効果的に設
置できるよう、（仮称）練馬区エネルギー
ビジョンを策定する中で検討します。 △

221

　練馬区が補助して設置した太陽光パネル
の現状把握や今後活用できる施設、パネル
以外の再生可能エネルギーに活用できる区
内の資源について調査すること。

　再生可能エネルギーの設置状況や練馬区
で活用できる再生可能エネルギーについて
（仮称）練馬区エネルギービジョンを策定
する中で、調査していきます。

△

222

　再生可能エネルギーを生み出す場とし
て、公共施設の屋根の利用や貸出しを積極
的に推し進めること。

　公共施設の屋根の利用や貸し出しについ
ては、再生可能エネルギー設備設置後の建
物工事への影響、故障、破損した場合や日
常管理の責任の所在、建物との管理区分や
維持管理の負担など課題も非常に多いた
め、直ちに導入することは考えていませ
ん。今後研究していきます。

△

223
　更なる太陽光発電の推進と支援を望む。 　（仮称）練馬区エネルギービジョンを策

定する中で検討します。 △

224

　市民発電事業に対し、公共施設の屋根貸
しなどの支援をすること。

　公共施設の屋根の利用や貸し出しについ
ては、再生可能エネルギー設備設置後の建
物工事への影響、故障、破損した場合や日
常管理の責任の所在、建物との管理区分や
維持管理の負担など課題も非常に多いた
め、直ちに導入することは考えていませ
ん。今後研究していきます。

△

225

　市民や市民団体に公共施設の「屋根貸
し」をすすめ、太陽光パネルの設置を市民
との協働で行うこと。また、公共施設以外
でも屋根の貸し切りのマッチングを区が役
割として担うこと。

　公共施設の屋根の利用や貸し出しについ
ては、再生可能エネルギー設備設置後の建
物工事への影響、故障、破損した場合や日
常管理の責任の所在、建物との管理区分や
維持管理の負担など課題も非常に多いた
め、直ちに導入することは考えていませ
ん。今後研究していきます。

△

226

　原発ゼロの実現を基本に据え、原発が無
くても電力が供給できる体制構築を思考
し、再生可能のエネルギーの導入に取り組
んで欲しい。

　区は、エネルギーの安定的確保、地球温
暖化対策や区民生活への影響を考慮しつ
つ、安全性の確保を前提に、原発依存度を
可能な限り低減していくべきであると考え
ています。

※

227

　省エネや再生可能エネルギーを推進し、
原発に頼らないエネルギーを地域で確保し
ていく視点で取り組むこと。

　区は、エネルギーの安定的確保、地球温
暖化対策や区民生活への影響を考慮しつ
つ、安全性の確保を前提に、原発依存度を
可能な限り低減していくべきであると考え
ています。

※

228
　再生可能エネルギー導入、省エネに関す
る数値目標の設定を。

　（仮称）練馬区エネルギービジョンを策
定する中で、検討していきます。 △
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229

　区内の再生可能エネルギー普及啓発活動
団体とも連携の上、区民向けの再生可能エ
ネルギー普及拡大の啓発活動を更に強化し
て。

　再生可能エネルギーの普及が進むよう効
果的な啓発活動を区民とともに進めていき
ます。 △

230

　再生可能エネルギー普及拡大に向けて、
練馬区の地域特性を踏まえた市民協働モデ
ルを区内の市民団体等とも協議の上、検討
して欲しい。

　（仮称）練馬区エネルギービジョンの策
定にあたっては、区民意見反映制度を始め
として環境審議会や練馬区地球温暖化対策
地域協議会などでさまざまな意見をお聞き
します。

※

231

　農地でのソーラーシェアリングを他区に
先駆けて進めて欲しい。

　練馬区の農地は生産緑地が多くを占めま
す。生産緑地は営農を前提としており、太
陽光発電で得た電気を売電することは、営
農とはみなされません。このため、練馬区
でソーラーシェアリングを推進することは
困難です。

※

232

　ソーラーシェアリングなど部門横断的な
取り組みの実施を望む。

　練馬区の農地は生産緑地が多くを占めま
す。生産緑地は営農を前提としており、太
陽光発電で得た電気を売電することは、営
農とはみなされません。このため、練馬区
でソーラーシェアリングを推進することは
困難です。

※

233

　農地でのソーラーシェアリングの実施を
望む。

　練馬区の農地は生産緑地が多くを占めま
す。生産緑地は営農を前提としており、太
陽光発電で得た電気を売電することは、営
農とはみなされません。このため、練馬区
でソーラーシェアリングを推進することは
困難です。

※

234

　練馬清掃工場か光が丘清掃工場の周辺で
一部のマンションと協力し、スマートマン
ション(MEMS)によるゼロエネルギーコミュ
ニティを実施してはどうか。

　清掃工場の余剰電力は、特定規模電気事
業者を通じて公共施設などに供給されてお
り、特定の需要家が直接電力を調達するこ
とは困難です。

※

235

　保育園、幼稚園、小中学校などにエネル
ギー消費の見える化をはかり、毎日使うエ
ネルギーへの関心を高め、省エネの効果を
学べるようにすること。

　小中学校と保育園の一部に電気の見える
化モニターを設置し、環境教育への活用が
始まっています。 □

236

　住宅展示場をモデル地区として住宅メー
カーと協力してゼロエネルギーハウス
（ZEH)を中心としたゼロエネルギーコミュ
ニティを実施してはどうか。

　（仮称）練馬区エネルギービジョンを策
定する中で、検討していきます。

△

237

　協力してくれる個人宅にエネルギー消費
の「見える化モニター」を設置し、関連レ
ポートを出してもらう。その費用の一部を
補助してはどうか。

　練馬区地球温暖化対策地域協議会は、希
望した家庭に電気の見える化が可能な機器
を設置し、電気の使用状況のデータを分析
し、その家庭の省エネにつながる提案を
行っています。

□
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238

　住宅地での自販機の乱立は目に余るもの
がある。省エネルギーの観点から自販機の
規制条例を制定してほしい。

　日本自動販売機工業会では、ヒートポン
プなどの技術導入による省エネ型自販機
や、災害時には災害情報の提供や、飲み物
を無料提供する災害対応型自販機の導入を
進めています。
　こうしたことから、自販機を規制する条
例等の制定は考えていません。

※

239

　区立小中学校に環境学習教材として
「ソーラークッカー」を置き、震災時にも
活用できるようにすること。

　避難拠点である小中学校には炊飯用バー
ナーと燃料を既に配置しています。
　環境学習については、（仮称）練馬区エ
ネルギービジョンを策定する中で検討しま
す。

□

△

240

　ペットボトルの回収を区で行っている
が、どのくらいの区費を支出しているの
か。マイボトルの普及を呼びかけてほし
い。

　回収・運搬・中間処理に要した経費から
売り上げなどを差し引いて年間約１．８億
円を支出しています。今後も環境学習や地
区祭などのイベントを通じて、ごみの発生
抑制など３Ｒの啓発を行っていきます。

□
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241

　「女性向け創業セミナー」による女性が
働くことへの支援は必要だが、創業のノウ
ハウだけでは起業できない。家事、育児、
介護などを社会の「しごと」にし、女性の
働きやすい環境を整えること。

　「子どもの成長と子育ての総合的な支
援」「安心して生活できる福祉・医療の充
実」などの施策を進め、仕事と生活のバラ
ンスがとれる環境を整えます。

○

242

　創業支援の一環として、ビジネスプラン
コンテストを開催し、たとえば開業資金を
一部助成するなどの特典を検討して欲し
い。

　練馬ビジネスサポートセンターでは、創
業支援講座の実施や創業支援貸付への利子
補給など、創業者への支援を行っていま
す。今後は、創業支援特別貸付を創設し、
開業資金の一助に供していく予定です。

□

243

　ココネリにインキュベーション施設(※)の
検討を。

　※インキュベーション施設
　創業間もない企業や起業家に対し、低賃料スペー
スやマーケティング支援などの経営ノウハウを提供

し、その成長を促進させることを目的とした施設

　区では、ココネリにインキュベーション
施設を整備する考えはありませんが、練馬
ビジネスサポートセンターがインキュベー
ションマネージャーの機能を代替し、セミ
ナーの開催や創業支援貸付、空き店舗との
マッチングなど、総合的に創業への支援を
充実していきます。

△

244

　練馬区にアニメ観光のミュージアムを開
設して海外からの観光客の誘致を図り、経
済の発展を目指すべき。

　区内外の方がアニメの魅力を体験できる
よう、アニメ制作会社と研究を進めます。
また、アニメ・マンガを活用した取組を推
進している他自治体とも連携し、広域的な
展開についても検討します。

△

245

　区内の産業構成で11.9％を建設業が占め
ていることから、区内事業者を活用した住
宅リフォーム助成制度を創設して欲しい。
また、地域経済活性化のため、プレミアム
付区内共通商品券の復活、いきいき健康券
の増額、スーパーサポート融資の復活など
を行って欲しい。

　住宅リフォームについては、区民を対象
とした住宅修築資金の融資あっせん事業を
行っています。
　地域経済活性化のための支援は、経済・
社会状況を注視し、適時・適切に施策を実
施していきます。

※

246

　小規模企業への振興策を検討するための
全事業所の悉皆調査を行い、実情を統計的
にも、具体的な企業内容も把握することが
必要である。

　区内事業者の企業内容や統計的データに
ついては、区が実施した企業調査や、総務
省の経済センサス、東京都の統計調査等か
ら把握しています。
　今後も、各種調査結果を参考に区内産業
の振興に努めます。

※

247

　高齢者の大半は、日々、買い物に出かけ
るのに、苦労している。高齢化する個人商
店の活性化を図り、需要の掘り起こしをす
るには、無料または低額な配達料で商品を
買主に届けるといったサービスが効果的。
業種に関わらず商店同士が連携するのがよ
い。

　いわゆる買い物弱者は、福祉的（生活支
援）視点、交通的（交通弱者）視点等様々
な社会的要因から発生しており、多角的な
視点で検討する必要があります。コンビ
ニ・スーパー等民間企業が様々なサービス
を展開しています。区も地域のニーズや実
状を踏まえ、買い物弱者対策を取り組む商
店街を支援できるよう検討します。

△

戦略計画１３　地域特性を活かした企業支援と商店街の魅力づくり

柱Ⅳ　練馬区の魅力を楽しめるまちづくり
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248

　後継者のいない農地を区が借り上げ、農
業をやってみたい区民に委託して生産を継
続するのはどうか。

　生産緑地地区については農地の貸借が制
度上困難なことから、区が農地を賃借して
就農希望者に農作業を委託する農園の運営
については、現在のところ検討していませ
ん。制度上の課題を解決するため、特区の
提案を行っています。
　「練馬区農の学校」では、農家を支える
ために必要な技術・知識を学ぶための研修
を行い、その修了生を「練馬農サポー
ター」として登録し、支え手を必要とする
農家とのマッチングなどを行います。

○

249

　個別農家で大根などの生産を続けていく
のは限界がある。順次企業法人に切り替え
ていく必要がある。

　市街化区域内においては、企業法人が農
地を借りて耕作していた場合、将来、相続
が発生する際に農地を売却できなくなるこ
とから農家の理解と協力を得られない状況
にあります。このような課題を解決し、営
農手法の多様化を推進するため、特区の提
案を行っています。

○

250

　東京23区内での農業という立地を活か
し、さまざまな形で練馬の農業の魅力を発
信することは賛成である。その際、一般区
民から意見を募集して、多様な企画を実行
してみてはどうか。

　練馬の農業の魅力の発信に当たっては、
様々な方からの意見をいただきながら、効
果的な発信方法等について検討していきま
す。

○

251

　区外からの観光的な宿泊型市民農園の設
置で、住民間の交流の活性化と観光事業の
拡充につなげる。

　都市農業の維持・拡大と外国人向け観光
の推進を図るため、特区の提案を行ってい
ます。

○

252

　市民、特に子どもが農業に触れることが
できる取組を進めて欲しい。

　「練馬果樹あるファーム」等の戦略計画
に記載の取組のほか、引き続き、野菜
ウォークラリー等の体験型イベントを実施
することで、農とふれあう機会を提供しま
す。

○

253

　練馬の農業と農地を将来にわたって存続
させるために、相続による農地の分割化に
対し、継続的な知恵と資源の投入を希望す
る。

　都市農地の保全に向けた規制緩和が可能
となるよう、特区制度の提案を行っていま
す。また、都市農地保全推進自治体協議会
の会長区として、引き続き都市農地の保全
に向けた制度改正を国に働きかけます。
　区では、多面的機能を有する都市農地は
重要な社会資本であると捉えています。
　都市農地を保全するためには、制度面の
課題があることから、区では、特区の提案
を行っています。

○

254

　体験農園を練馬の特色とし、また貸農園
も維持しやすい制度を作ってほしい。面積
規制の緩和の取組を強化してほしい。

　市街化区域内において農地を貸した場
合、将来、相続が発生する際に農地を売却
できなくなるなどの課題があります。この
ような課題の解決や、生産緑地地区の指定
に係る面積要件の緩和のため、特区の提案
を行っています。

○

戦略計画１４　農の活きるまち練馬
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255

　農の風景育成地区制度を利用し、農地や
屋敷林のある風景を保全することに大賛
成。

　農の風景育成地区制度の活用や特区の提
案により、農地・屋敷林のある風景を保全
します。

○

256

　農地、緑地の買い上げ予算の確保を望
む。相続対策で手放す人が増えている。緑
が宅地化していくのを止めるには、区が買
い上げるのが良い。

　都市農地の保全には、制度面の課題があ
ることから、特区の提案を行っています。
また、まとまりのある農地や樹林地は、練
馬の魅力の一つであることから、財源を確
保しながら保全に努めていきます。

○

257

　食の大切さやそれを支える農業・農地へ
の関心を高めるためにも、食教育や地産地
消の給食を重視し、教育現場・栄養士を巻
き込んでいくことが大切だと思われる。

　小学校の授業で活用できる「練馬大根」
に関する補助教材を作成するなど、練馬の
特色である農を活用した食育を推進しま
す。

○

258

　小中学校と連携し、校庭に菜園のない学
校の児童・生徒に農業体験をしてもらうの
はどうか。

　区内小中学校では、学校農園等のほか、
近隣の農家と連携し、農業体験を行ってい
る事例があります。必要な情報収集を行う
など、取組が推進されるよう努めます。
　区が作成する「練馬大根」の小学生向け
資料は、農家見学などの授業で活用できる
内容とする予定です。

△

259

　区内農産物を活用した学校給食の仕組み
を作ってほしい。

　各校での取組のほか、区立小中学校で
は、毎年キャベツ・練馬大根の一斉提供が
すでに行われています。今後も、学校給食
で区内産農産物がさらに活用されるよう努
めていきます。

□

260

　小学校の給食に地場野菜の活用を進めて
きているが、農家との交流も含め、地場野
菜の活用をさらに支援していくこと。

　広く区民に身近な所で生産される安全で
新鮮な地場野菜に親しんでいただくこと
で、都市農業や農地に対する理解が深まる
と考えます。今後、戦略計画による取組を
具体化する中で、より効果的な活用策につ
いても検討していきます。

□

261

　単なる食育ではなく、生産・流通・消
費・廃棄と食の循環を考える食農教育とし
て取り組むこと。大人向けの食農教育にも
取り組むこと。

　都市農業や農地に対する理解を広げ、練
馬の豊かな農地を保全していくためには、
食育だけでなく、様々な要素を盛り込んだ
食農教育は重要であると認識しています。
戦略計画の取組を契機に、食農教育につい
ても検討していきます。

△

262

　国が進めるTPPの推進、農協や農業委員会
の権限の縮小や規制緩和などに反対するこ
と。

　TPP（環太平洋経済連携協定）、農協、農
業委員会に関する事項等については、国の
動向を注視していきます。

※

263

　計画14に無農薬、有機栽培野菜の生産を
盛り込んで欲しい。

　現在、区内の多くの農家が減農薬等に向
けて取り組んでいます。区では、今後も有
機質たい肥や減農薬資材の購入支援を行う
ことで、減農薬等の取組を推進していきま
す。

※

264

　生活の基本は、健康で潤いのある生活を
過ごすこと。そのためには、「医・食・農
同源」が根本。緑にも農地にも恵まれてい
る練馬ならではの「土に親しみ、農に親し
める区政運営」を切望する。

　戦略計画に記載の取組を進めることで、
「農の活きるまち練馬」の実現を目指しま
す。

○

38
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265

　農家の敷地、家屋、屋敷森、畑を地域の
拠点にしたらどうか。中の機能は現代の課
題を解決する施設であり、器は練馬の情景
を再現するものとして昔の農家と屋敷森を
復元すれば練馬の資産となっていく。そこ
に参加するまちの人々が共同で運営してい
くものが望ましい。

　農の風景育成地区制度の活用や特区の提
案により、農地・屋敷林のある風景を保全
します。

※

266

　「Ⅳ　練馬区の魅力を楽しめるまちづく
り」に市民農園、区民農園のことが全く取
り上げられていない。市民農園制度ができ
て20年近く経ち、不正使用が横行するな
ど、制度が疲労しているようだ。今一度、
多くの人が平等に農に参加できるよう、制
度を再検討して欲しい。

　市民農園や区民農園は、区民が農業に親
しみ、触れ合う機会を提供する役割があり
ます。このため、農園の不正使用があった
としても、制度的に規制対象とするという
ことではなく、適正に使用するよう注意や
勧告をしています。今後もこうした市民農
園・区民農園の趣旨を申し込み時や更新時
に丁寧に説明し、皆様のご理解をいただけ
るよう、取り組んでいきます。

□

267

　面としてのみどり確保が必要である。 　まとまりのある農地や樹林地は、練馬の
魅力の一つであることから、今後も確保に
努めていきます。

○

268

　人の視野や心理的なみどりの量を確保し
てほしい。

　みどりの総量だけではなく、質にも着目
したみどり施策の新しい考え方をまとめ、
みどりあふれるまちづくりに取り組みま
す。

◎

269

　緑被率の確保が見当たらないが、施策に
は入るのか。

　みどりの総量だけではなく、質にも着目
したみどり施策の新しい考え方をまとめ、
みどりあふれるまちづくりに取り組みま
す。

◎

270

　１　みどりのネットワーク形成の推進(1)
のところで、「15か所を整備」とあるが、
具体的に候補が決まっているならば公表し
て欲しい。

　ビジョンに基づくアクションプラン（素
案）（平成27年度～平成29年度）を２月に
公表しました。その中で平成29年度までに
事業着手する公園等13か所を示していま
す。

○

271

　公園整備を道路沿いに進めてほしい。 　国や都などの事業主体とも連携し、都市
計画道路の整備にあわせ、また、沿道まち
づくりの中で公園・緑地を整備するなど、
みどりの創出を図っていきます。

○

272

　豊かな水流があった千川上水の復活と周
辺の農地や緑地を守る取組を進めて欲し
い。

　千川上水の一部区間は復活しています。
千川上水の暗渠部については、東京都が千
川通り（道路）として管理しています。現
在歩道や緑地帯として利用されていること
から、開渠にすることは困難です。
　調査を行い、重要な樹林地は、都市計画
制度の適用を進め保全を図ります。

※
○

273

　１　みどりのネットワーク形成の推進の
中で、神社や寺院の森（鎮守の森）につい
ても実態を調査し屋敷林と同様に自然環境
の保全を図って欲しい。

　寺社林も含め調査を行い保全を図りま
す。

□

戦略計画１５　みどりあふれるまちづくり

39
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274

　農地や樹林などのみどりは一度壊してし
まったらなかなか戻らない。街路樹という
道路優先の考え方ではなく、農地や樹林な
ど、質も考慮したみどりの創出を図ってほ
しい。農地買取りを推進し、公園などに
よってみどりを維持するよう努めて欲し
い。

　道路をはじめとした都市基盤（社会イン
フラ）は、環境・防災・景観など都市生活
に不可欠な機能を担っています。快適な都
市環境創出に向けて、道路や公園など都市
基盤の整備を進めます。
　まとまりのある農地や樹林地は、練馬の
魅力の一つであることから、今後も確保に
努めていきます。

○

275

　民有地のみどりを保全するために、売買
に対する区独自の規制はないのか。相続税
対策を兼ねた緑地の確保をして欲しい。

　売買行為を規制することはできません
が、樹林地の調査を行い、重要な樹林地に
ついては、都市計画制度の適用を進め保全
を図ります。農地と屋敷林の保全は、特区
の提案を行っています。

※
○

276

　みどり回復の観点から、戦略計画15　み
どりあふれるまちづくりについて、「西本
村憩いの森」を対象公園として推薦する。

　西本村憩いの森については、貴重なみど
りの空間であることから、今後も保全を
図っていきたいと考えています。公有地化
については、地権者の意向も踏まえながら
検討します。

△

277

　富士街道沿いの田柄用水跡の大きなケヤ
キは貴重である。多面的な価値を活かして
ほしい。

　樹林の一部については、保全するために
公有地化しました。区立緑地として整備す
る際には、樹林の特徴を活かしていきま
す。

△

278

　「都市インフラ整備におけるみどりの創
出」は練馬区にとって、とても大切な視
点。こういう形で明示したことを評価す
る。

　国や都などの事業主体とも連携し、都市
計画道路の整備にあわせ緑化を進め、ま
た、沿道まちづくりの中で公園・緑地を整
備するなど、みどりの創出を図っていきま
す。

○

279

　都市計画道路の街路樹は練馬らしい武蔵
野の木を植えてほしい。

　国や都などの事業主体とも連携し、地域
の方のご意見を伺いながら、その場所に適
した樹木を検討していきます。

△

280

　都市計画道路の整備にあわせ、みどりを
創出すると言っているが、道路整備によっ
て破壊された自然は取り戻すことができな
い。今ある自然を維持し、開発ばかり追う
姿勢を改めること。

　都市計画道路は、円滑な都市活動を支え
るとともに、区民の日常生活の面からも、
重要な役割を担っており、着実に整備を進
める必要があります。
　既存のみどりについては適切な保全を図
るとともに、国や都などの事業主体とも連
携し、都市計画道路の整備にあわせ、街路
樹など将来にわたる安定したみどりを確保
して緑化に努め、みどりの創出に取り組み
ます。

※

281

　街路樹が将来も健全に育成するよう、環
境確保や植樹方法を研究機関と十分協議し
て道路整備を進めること。

　国や都などの事業主体とも連携し、地域
の方のご意見を伺いながら、その場所に適
した樹木を検討していくとともに、健全に
育成するように配慮していきます。

△

282

　河川改修にあわせて、桜並木の整備だけ
ではなく、子どもたちが水辺へ入れる公園
や自然豊かな川づくりにも目を向けてほし
い。

　河川整備は、現在東京都が進めています
が、その河川整備計画のなかで親水性およ
び自然環境を確保するための拠点整備が定
められています。区としても区の公園等の
計画と連携した拠点整備などを検討してい
きます。

△

40
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283

　枯れ木が目立つ。区の保守管理体制はど
うなっているのか。区が苗木を提供してく
れれば、我々の団体で植え替える手伝いを
したい。区は、我々のようなボランティア
団体を積極的に活用されたい。

　枯れ木の植え替えは、主に樹木の休眠期
に行うことが望ましいことから年度末に一
括して専門業者に委託しています。ボラン
ティア団体による植え替えなど植栽の管理
については、仕組みを工夫する必要があ
り、さらに検討していきます。

△

284

　美しい街路樹・美しい公園樹で、目標樹
林形、目標樹姿形を計画するのであるなら
ば、樹木維持管理作業を３～５年の多年度
契約で行うと成長と時間軸を考慮した管理
が可能となり、美しい樹林、樹形に育成し
ていく。

　年度ごとに対象となる場所・委託内容・
数量等が変更する性質の契約であることか
ら、多年度契約にはなじまないものと考え
ます。また設定する樹林形や樹姿形に基づ
き、区の担当部署が指示・監督のうえ維持
管理作業を行うことから、これまでどおり
一定の技術力がある事業者による単年度契
約でも対応可能と考えます。なお、契約方
法については、今後も競争性、公平性およ
び経済性も考慮しながら検討していきま
す。

―

285

　計画15に校庭の芝生化を盛り込んで欲し
い。

　今後、みどり施策の新たな考え方をまと
める中で、校庭の芝生化についても検討し
ます。

△

286

　生物多様性条約第10回締約国会議
（COP10）で、採択された「愛知ターゲッ
ト」の目標２（国や地方は生物多様性地域
戦略計画を策定すべき）を受けて、戦略計
画15に「練馬区における生物多様性保全地
域戦略」といったものを策定し、計画的、
戦略的に「みどりあふれるまちづくり」を
進めてはどうか。

　今後、改定を予定している環境基本計画
の中で、生物多様性に対する考え方をまと
めます。

△

287

　マンション暮らしなど、庭を持てない人
のために、廃校の校庭や空き家の庭などを
活用して「マイガーデン」として貸し出す
ことを提案する。

  平成22年４月の統廃合により生じた小学
校の跡施設については、施設ごとに計画を
定めて活用に取り組んでおり貸し出しは困
難です。
　空き家の利活用を促進するため、平成27
年度から、活用可能な空き家と利用希望者
とを結び付ける仕組みづくりの検討を行い
ます。ご提案の空き家の庭の活用も、この
中で検討します。

△

288

　みどり環境行政は、ソフト面とハード面
での領域も広く多様化している。両方の連
携が重要。

　これからも事業実施にあたっては、関係
する部署で十分な連携を図り、豊かなみど
りの実現を目指します。

□

289

　高齢になり保護樹木の維持管理ができな
いことによる解除が増えている。維持管理
を支援する仕組みを区民との協働で作るこ
と。

　保護樹木助成制度を見直し、平成26年4月
から所有者のニーズにより応えられる制度
としました。区民によるさらなるご協力の
方策については、今後検討します。

□

41
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290

　みどり環境空間の公園緑地等は設計の上
流過程から、設計・施工を施工業界と設計
業のJVプロポーザル方式で発注すること。

　平成26年６月の「公共工事の品質確保の
促進に関する法律」の一部改正に伴い、平
成27年１月に「発注関係事務の運用に関す
る指針」が示され、発注者は多様な入札契
約方式の中から適切な入札契約方式を選
択・適用するよう努めるとされています。
　設計・施工のJVプロポーザル方式の発注
については、今後導入すべき契約案件の規
模・内容、経済性等を勘案しながら検討し
ていきます。

―

291

　指定の森の他、公園・緑地・校庭など不
特定多数に開放された場所をもっと活かす
ため、その地域の歴史をよく知る高齢者に
「森守り」「公園守り」「緑地守り」「校
庭守り」になってもらうのはどうか（練
馬・守り制度の提案）。

　みどりあふれるまちづくりを進めるに
は、地域の方々やボランティア団体のご協
力が不可欠です。これまでも緑化協力員制
度や自主管理公園・花壇制度等により区民
の方の協力を頂いています。今後は、憩い
の森等民有のみどりの管理にも参加いただ
ける仕組みを検討していきます。

△

292
　病院の屋上緑化を積極的に進めて欲し
い。

　民間施設の屋上緑化を推進するために、
屋上緑化助成制度を設けています。 □

293

　石神井川の流域の河川敷のところを300年
後に向け、みどり豊かな空間として川とと
もに再生し、区民の憩える場、共有の場に
していってほしい。超長期的視点に立って
持続可能な環境をつくる一歩を踏み出し
て。

　河川整備は、現在東京都が進めています
が、その河川整備計画のなかで親水性およ
び自然環境を確保するための拠点整備が定
められています。区としても区の公園等の
計画と連携した拠点整備などを検討してい
きます。

△

42
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294

　当区の土地柄・地勢と歴史・文化を整理
し、発信と遺産化を目指すべき。（例1）練
馬漬物文化歴史の発掘と発信、（例2）練馬
漬物ミュージアム（世界の漬物）。広場を
建設し、観光誘致をしよう。

　練馬区には歴史、文化をはじめ多彩な資
源があります。まずは今ある地域資源をさ
らに磨き上げ、区民や区外の人々が「まち
歩き」「ポタリング」を通して練馬区の魅
力を体験できる仕組みづくりを行います。
　なお、漬物の歴史・文化を学べる施設と
しては、既に石神井公園ふるさと文化館が
あります。今後も漬物物産展等を通じ、漬
物産業の進行に努めます。

□

295

　年配者を含むサイクリストは増えている
ので、良い構想だと思う。ただし、栄養補
給場所とトイレは必要。飲食業も巻き込ん
で、地域活性化を踏まえた取組にして欲し
い。マップの作成では、コンビニや地域の
カフェなどの情報も盛り込んで欲しい。多
摩湖自転車道など多摩との連携も考えて。

　商店街、飲食店とも連携し、「まち歩
き」「ポタリング」を通じて、練馬区の多
彩な魅力を楽しんでいただけるよう、今
後、様々な環境整備を検討していきます。

△

296

　散策コースの設定の際には自転車レーン
の整備や、駐輪場の整備も、可能な限り考
慮して欲しい。

　ポタリングコースを含めた散策コースで
は、利用者の利便性を高める工夫が必要と
考えています。散策を快適に楽しめるよ
う、施設への駐輪施設や可能な路線への自
転車レーンの設置など、環境整備を進めて
いきます。

△

297

　ポタリングの人と、少しスピードが高
い、サイクリングの人との住み分けを考慮
して。

　自転車のスピードに応じてレーンを分け
るといった住み分けはできません。一定の
エリアを自転車でそれぞれのペースで散策
していただくことを想定しており、利用者
にはお互いルールやマナーを守って、散策
していただきたいと考えます。

※

298

　散策コースは、障害を持っていても利用
できるようバリアフリーを考慮したコース
としてほしい。

　まち歩きコースの選定にあたっては、障
害のある方にも楽しんでいただけるような
コースとなるよう留意します。

△

299

　従来の歩く観光コースとは別の視点で、
電車・バスへの自転車持ち込み、観光とス
ポーツの両方に通じるガイドの育成、オリ
ンピックとの連動企画などの検討を。

　「まち歩き」「ポタリング」を通じて練
馬区の魅力を楽しんでいただけるよう、今
後、様々な環境整備を検討していきます。
オリンピックと連動した観光企画について
は、東京都全体の施策を踏まえ、区の取り
組みを検討していきます。

△

戦略計画１６　風を感じながら巡るみどりのまち
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300

　観光産業は最も重要視されるべきだが、
区内には旧来の発想による観光資源は皆無
に等しいため、我が国固有の文化という視
点に着目し、俳句・短歌といった文化を将
来は標榜したい。
　「枝垂桜と緑風の回廊」として、区内の
旧古道、街道筋、ウォーターフロントを利
用して枝垂桜を植え、全国及び世界の枝垂
桜の名所とする。また、「町歩きと観光と
記念植樹」として、文化センターをスター
ト地点に練馬総合グランド地区から区内各
地に「観光記念植樹コース」を設定し、結
婚式などの記念植樹の無償提供を受けた
り、祭りを開催したりすることを提案す
る。

　公園等の植栽については、地域の方のご
意見を伺いながら、その場所に適した樹木
を検討していきます。また、国や都などの
事業主体とも連携し、都市計画道路や河川
の整備にあわせ、街路樹等による緑化を進
めみどりの創出に取り組みます。

△

301

　練馬区外からの外国人等に関すること、
観光に関することがほとんどない。いずれ
の項も区内の生活をいかによくするか、と
いう内向きだけの感がするが、練馬大根し
か知られていない現状でよいのか。練馬の
観光という切り口の項目を立てて整理し、
外に向けて発信することを考えるべき。

　練馬区には農、アニメ、文化、食など多
彩な資源があります。まずは今ある地域資
源をさらに磨き上げ、区民や区外の人々が
「まち歩き」「ポタリング」を通して練馬
区の魅力を体験できる仕組みづくりを行い
ます。練馬ならではの観光情報として国内
外に広く発信することを追記します。

◎

302

　①　観光の強化、外国人観光客の拡大
　②　オリンピック・パラリンピックへの
対応
という視点がビジョンから抜け落ちてい
る。

　練馬区には農、アニメ、文化、食など多
彩な資源があります。まずは今ある地域資
源をさらに磨き上げ、区民や区外の人々が
「まち歩き」「ポタリング」を通して練馬
区の魅力を体験できる仕組みづくりを行い
ます。練馬ならではの観光情報として国内
外に広く発信することを追記します。オリ
ンピック・パラリンピックと連動した観光
企画についても、東京都全体の施策を踏ま
え、区の取り組みを検討していきます。

◎

303

　レンタサイクルや自転車専用レーンの取
組に際し、民間の意見交換やプレゼンの機
会を。

　シェアサイクルの計画立案は、民間コン
サルティング事業者の活用を考えていま
す。また、自転車レーンの整備について
は、国の指針に基づき、関係機関と協議し
ながら進めていきます。

△

304

　自転車が増えること（自転車レーンが整
備されること）で、不要な車が減ると言わ
れている。自転車のための道や歩きが楽し
い道を整備することに少しシフトしてもい
いのでは。練馬をエコのまちとしても大き
く舵を切れたらいい。

　国や都などの事業主体とも連携し、都市
計画道路の整備にあわせて、自転車レーン
の整備促進等により散策しやすいまちづく
りに取り組みます。 ○

305

　既存の道路の自転車レーンの設置を積極
的に検討し、実施すべき。

　区では、自転車走行環境のモデルとする
ため、光が丘地区において既存道路の車道
上に自転車レーンを整備しました。今後、
この路線の整備効果を検証しながら、他の
既存道路への対応について検討します。

△
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306

　自転車レーンを歩道側に設けているが、
歩道と車道の縁石のでこぼこは走りづら
い。ベビーカーや車いすも段差で苦戦して
いる。改善策を講じるべき。

　縁石の段差は、視覚障害者の方が歩道と
車道の境を認識するための重要な段差で
す。
　段差が無ければ、車イスやベビーカーを
使用されている方は楽に通行できますが、
視覚障害者の方は歩道と車道の区別がつき
にくくなってしまいます。両者の意見を踏
まえ、歩道と車道の境は２cm段差が標準と
なっています。
　なお、現在、よりよい構造について検討
しており、横断歩道４ｍのうち1.2ｍをゴム
ピース付きのスロープ状の縁石を設置する
試験施工を行っています。

※

307

　左側通行や、二段階右折など、自転車の
ルール、マナーの啓蒙にも取り組んで欲し
い。

　区では様々な区民を対象に、スタントマ
ンの実演による自転車安全運転教室や自転
車シミュレーター活用事業の実施など、
ルール・マナーの普及・啓発に努めていま
す。
　今後も警察等関係機関と連携し、様々な
手法と機会を捉えながら、さらに取組を進
めていきます。

□

308

　自転車レーンを整備するだけでは不十
分。車を運転する人の自転車走行への理
解、自転車に乗る人のマナー向上などソフ
ト面の充実にも取り組むこと。

　区では様々な区民を対象に、スタントマ
ンの実演による自転車安全運転教室や自転
車シミュレーター活用事業の実施など、
ルール・マナーの普及・啓発に努めていま
す。
　今後も警察等関係機関と連携し、様々な
手法と機会を捉えながら、さらに取組を進
めていきます。

□

309

　18の戦略計画の中に病気予防の観点、政
策が欠けている。「病気予防のためのス
ポーツ起こし」（仮称）を19番目の戦略計
画に追加して欲しい。

　計画５に掲げる地域包括ケアシステムの
「予防」には健康づくりも包含していま
す。戦略計画５に介護予防・日常生活支援
総合事業を追加し、アクションプランで介
護予防の支援を計画化しました。
また、スポーツと健康づくりについても、
計画16に記載しました。

◎

310

　練馬城址公園のあり方については、検討
過程から公開し、区民参加の検討と意見反
映に努めること。

　練馬城址公園については、東京都が平成
32年度までに事業化を図る意向を明らかに
しています。
　今後、区民のご意見を伺いながら、東京
都の公園整備にあたっての考え方やスケ
ジュールと調整を図り、区として望ましい
公園のあり方を具体化し、東京都へ要請し
ていきます。

△

戦略計画１７　練馬城址公園をにぎわいの拠点に
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311

　防災公園になることは賛成。公園を設計
する段階から住民が参加して進められるよ
うにして欲しい。

　練馬城址公園については、東京都が平成
32年度までに事業化を図る意向を明らかに
しています。
　今後、区民のご意見を伺いながら、東京
都の公園整備にあたっての考え方やスケ
ジュールと調整を図り、区として望ましい
公園のあり方を具体化し、東京都へ要請し
ていきます。

△

312

　「にぎわい」は「静かで落ち着いた住宅
地」というニーズと対立するので、区や東
京都が旗を振るのではなく、周辺商店街の
自主性にまかせるべきではないか。

　練馬城址公園については、東京都が平成
32年度までに事業化を図る意向を明らかに
しています。
　今後、区民のご意見を伺いながら、東京
都の公園整備にあたっての考え方やスケ
ジュールと調整を図り、区として望ましい
公園のあり方を具体化し、東京都へ要請し
ていきます。

※

313

　練馬城址公園は歴史・文化をベースに発
信する構想がポイントである。河川を利用
し練馬親水湖を造成する。冬期はスケート
とマラソン、春は観桜会。夏は水泳プー
ル、秋は紅葉会等で年中にぎわう空間にし
よう。

　練馬城址公園については、東京都が平成
32年度までに事業化を図る意向を明らかに
しています。
　今後、区民のご意見を伺いながら、東京
都の公園整備にあたっての考え方やスケ
ジュールと調整を図り、区として望ましい
公園のあり方を具体化し、東京都へ要請し
ていきます。

△

314

　水とみどりのネットワークの拠点として
豊島園の中を流れる石神井川を自然河川と
して再生して欲しい。

　東京都は、練馬城址公園の事業化にあた
り、「水のみどりのネットワークの形成」
をポイントの一つとしています。
　今後、区民のご意見を伺いながら、東京
都の公園整備にあたっての考え方やスケ
ジュールと調整を図り、区として望ましい
公園のあり方を具体化し、東京都へ要請し
ていきます。

△

315

　都立公園になっても、子どもたちが楽し
める遊園地とプール（被災時のことも含め
て）を残して欲しい。

　練馬城址公園については、東京都が平成
32年度までに事業化を図る意向を明らかに
しています。
　今後、区民のご意見を伺いながら、東京
都の公園整備にあたっての考え方やスケ
ジュールと調整を図り、区として望ましい
公園のあり方を具体化し、東京都へ要請し
ていきます。

△

316

　としまえんを防災公園とするならば、災
害拠点病院も併設すべき。

　東京都は、練馬城址公園の事業化にあた
り、東日本大震災を踏まえ「首都東京の防
災機能の強化（避難場所等となる公園・緑
地の整備促進）」をポイントの一つとして
います。
　都市公園法により、都市公園内に病院を
設置することはできませんが、今後、区民
のご意見を伺いながら、東京都の公園整備
にあたっての考え方やスケジュールと調整
を図り、区として望ましい公園のあり方を
具体化し、東京都へ要請していきます。

△

46
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317

　練馬城址公園の計画を中止し、代わり
に、としまえんから土地区画整理事業に必
要な土地を収用する方法で、豊島園駅周辺
の住環境の向上を図ること。

　練馬城址公園は、昭和32年に都市計画公
園として決定されています。今後、練馬城
址公園の整備に合わせて、周辺の都市基盤
の整備についても、東京都へ要請していき
ます。

※

318

　としまえんを含む練馬城址公園に、にぎ
わいの拠点としてスカイツリーのような140
ｍ（トシマ）以上のツリーを建設すること
を提案する。今の練馬城址公園構想では、
「にぎわいの拠点」には程遠い。集客力を
上げるには、思い切り良く、目玉になるも
のを１つ考案することだ。

　練馬城址公園については、東京都が平成
32年度までに事業化を図る意向を明らかに
しています。
　今後、区民のご意見を伺いながら、東京
都の公園整備にあたっての考え方やスケ
ジュールと調整を図り、区として望ましい
公園のあり方を具体化し、東京都へ要請し
ていきます。

△

319

　「防災の拠点」として近隣住民の避難場
所という機能は切実なニーズであり、現在
のとしまえんは貴重な空間であるので、重
視してほしい。

　東京都は、練馬城址公園の事業化にあた
り、東日本大震災を踏まえ「首都東京の防
災機能の強化（避難場所等となる公園・緑
地の整備促進）」をポイントの一つとして
います。
　今後、区民のご意見を伺いながら、東京
都の公園整備にあたっての考え方やスケ
ジュールと調整を図り、区として望ましい
公園のあり方を具体化し、東京都へ要請し
ていきます。

△

320

　「練馬城址公園」が緑豊かな区民の憩い
の場となるよう、また、としまえんを流れ
る石神井川を活かした親水公園づくりを希
望する。

　東京都は、練馬城址公園の事業化にあた
り、「水のみどりのネットワークの形成」
をポイントの一つとしています。
　今後、区民のご意見を伺いながら、東京
都の公園整備にあたっての考え方やスケ
ジュールと調整を図り、区として望ましい
公園のあり方を具体化し、東京都へ要請し
ていきます。

△

321

　練馬城址公園へ、例えば、地面に人が踏
めばエネルギーとして集積できるような未
来型エネルギーシステムを試行的に取り入
れたらどうか。

　練馬城址公園については、東京都が平成
32年度までに事業化を図る意向を明らかに
しています。
　今後、区民のご意見を伺いながら、東京
都の公園整備にあたっての考え方やスケ
ジュールと調整を図り、区として望ましい
公園のあり方を具体化し、東京都へ要請し
ていきます。

△

322

　周辺住民や区民からは遊園地やプールは
残してほしいという声もよく聞かれるた
め、意見が反映できるよう東京都に働きか
けて欲しい。そのために区として周辺住民
や区民からの意見を丁寧に調査してほし
い。

　練馬城址公園については、東京都が平成
32年度までに事業化を図る意向を明らかに
しています。
　今後、区民のご意見を伺いながら、東京
都の公園整備にあたっての考え方やスケ
ジュールと調整を図り、区として望ましい
公園のあり方を具体化し、東京都へ要請し
ていきます。

△

323

　としまえんの名を残してほしい。 　昭和32年に「練馬城址公園」として都市
計画決定されています。公園の名称につい
ても、区民のご意見を踏まえ、必要に応じ
て、東京都に要請していきます。

△

47
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324

　計画名を「練馬城址の森公園」とするこ
とを提案する。

　昭和32年に「練馬城址公園」として都市
計画決定されています。公園の名称につい
ても、区民のご意見を踏まえ、必要に応じ
て、東京都に要請していきます。

△

48
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325

　基本方針の第三に、「地域住民」という
一番大事な言葉が抜け落ちているのでは。

　良質で効果的な区民サービスを提供する
ために、地域で活動している団体や民間事
業者等と協働する旨を方針として定めたも
ので、地域団体等には地域住民をはじめ区
民を含んでいます。

○

326

　行政改革が目標とすべき５年後の数値目
標が少ない。数値目標がなければ、個別戦
略にも落とし込みが難しいのでは。

 　平成27年度に具体化する（仮称）区政改
革計画において、目標設定について検討し
ます。

△

327

　事業評価、人事評価それぞれについて、
評価制度を多面的に行うべき。
　PDCAのサイクルのどこかに問題はない
か。人事面も同様で、他部署の仕事に協力
的、部門間調整を人間力で精力的に行う職
員が、自部署（での働き）しか評価されな
いというのも妥当性に欠ける。

　事務事業評価については、内部評価のほ
か、行政評価委員会を設置して第三者評価
を行っています。平成27年度に具体化する
（仮称）区政改革計画において、より実効
性の高い制度となるよう見直します。
　人事評価についても、業績評価として部
署間の調整能力は評価の対象としていま
す。今後、さらに組織全体の公務能率が向
上するような新たな人事評価制度を構築し
ていきます。

□

328

　「縦割り」感を払拭していくためにも、
部署間改革等を個別戦略として位置づけ、
「練馬区の行政イメージは変わった」とい
うブランディングを明確な業務とした部署
があると変革になると考える。

　戦略計画やビジョンに基づくアクション
プランでは、制度や組織の壁を超える取組
を計画化しています。平成27年度に具体化
する（仮称）区政改革計画においても、組
織連携をさらに進める取組を検討していき
ます。

○

329

　サービスの質向上の取組として「区民が
身近な場所で区政に関する相談ができるよ
うに取組を工夫します」とあるが、そのた
めには削減された出張所機能を復活すべき
で、これ以上の住民サービスの削減は中止
してほしい。

　自動交付機やコンビニ収納の普及によ
り、出張所の利用率が低下したため、事務
を見直しましたが、引き続き窓口で区政案
内等を行っています。併せて、区民事務所
の増設や土曜開庁の拡大、郵便局での証明
書発行を行い、サービスの向上を図りまし
た。ビジョンで示したとおり、出張所等17
か所を段階的に地域の見守りの拠点とし
て、地域の実情にあわせてモデル事業を行
います。

※

330

　ビジョンの中に情報ガバナンスの項目が
ない。複雑化する情報集約箇所のホーム
ページの更なる統制を戦略に盛り込むべ
き。

　戦略計画18の取組項目に「開かれた区政
に向けた情報発信の充実」を追加します。

◎

331

　20代、30代の区民が自分事として区政に
興味を抱けるような項目が「子育て」以外
にあれば区政を知る機会がふえるはず。

　戦略計画18の取組項目に「開かれた区政
に向けた情報発信を充実」を追加し、区政
の課題を分かりやすく伝える取組を進めま
す。

◎

332

　外部の研究機関連携や政策・公益研究を
することで、発見と改善が出てくると考え
る。

　区政改革の一環として、民間企業、外部
機関との人事交流や職員の派遣等を通じて
職員の意識の向上を図ります。

○

戦略計画１８　新しい成熟都市に向けた区政の創造

柱Ⅴ　新たな区政の創造

49



№ 意見の概要 　　　　　　　　　区の考え方
対応
状況

333

　区の職員の人材スキルの向上として、幹
部候補生の区外の民間企業への出向（２～
４年）と民間企業からの出向、優良な若い
職員の内外への出張研修など、実施して欲
しい。

　区政改革の一環として、民間企業、外部
機関との人事交流や職員の派遣等を通じて
職員の意識の向上を図ります。

○

334

　改革実現のために職員の意識改革を掲げ
ているが、練馬区職員の古くて内向きの体
質を変えるには、まずは区長と職員の信頼
関係が重要。トップダウンの上から目線で
は意欲的な職員は育たない。

　ビジョンの検討をはじめ日々の業務にお
いて、区長と職員は、より良い区政運営を
めざして議論を重ねながら職務を遂行して
います。今後も活発な議論等を通じて職員
の育成、組織風土の変革に取り組みます。

□

335

　管理職を含めた職員のコンプライアンス
意識の欠如を課題として認識すべき。

　毎年、全職員に研修を実施するなどコン
プライアンスの徹底に取り組んでいます。
今後もコンプライアンスを含めた職員の意
識改革を進めていきます。

―

336

　正しい職員の評価とその反映が必要。職
員の昇給・賞与等の評価査定を複数の直属
上司に一定程度査定させてはどうか。

　現在の人事評価においても、複数の評価
者で行っていますが、区政改革の一環とし
て、さらに組織全体の公務能率が向上する
ような新たな人事評価制度を構築していき
ます。

○

337

　業績に基づく人事評価とは、地元住民の
傷みを無視して区の計画を予定通り断行す
ることが評価されるということか。

　業績評価にあたっては成果だけでなくそ
の過程も含め、区民福祉の増進に向けて意
欲的に取り組む姿勢など、多面的に評価し
ています。今後、区政改革の一環として、
さらに組織全体の公務能率が向上するよう
な新たな人事評価制度を構築していきま
す。

―

338

職員の削減だけでなく、必要な人材は大
いに採用しよう。「造園学系」「都市工学
系」「森林環境系」などの人材を採用して
欲しい。

　技術系の職種等において、専門性を持っ
た有為な人材の確保に引き続き努めます。

―

339

　財政基盤の強化のために収入未済金の徴
収強化をうたっているが、区民生活が苦し
くなる中、丁寧な対応や軽減策の充実が求
められており、強権的な取り立ては中止し
て欲しい。

　丁寧な対応を行いながら、法や条例等に
基づいて、収入未済金の徴収強化に努めて
いきます。

―

340

　都内経常収支比率ランキングで練馬区は
ワースト３。財政構造の硬直化を打破しな
いことには、せっかくのビジョンも絵に描
いた餅になるのでは。

　平成25年度決算における経常収支比率
は、特別区の中で数値の高い順から８番目
ですが、まだ適正水準を上回っています。
財政基盤の強化に向けて、経常収支比率の
改善、収入未済金の徴収強化等による歳入
の確保および歳出の削減など規律ある財政
運営に取り組みます。
　ビジョンの実現可能性を財政的に担保す
るものとして、アクションプラン素案では
27年度～29年度の財政フレームを示してい
ます。

○
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341

　歳出削減に民間の活用を。 　区政改革の一環として、費用対効果の分
析に取り組み、区民・地域団体・民間事業
者等との協働により良質で効果的な区民
サービスを提供できるよう検討していきま
す。

○

342

　地域住民に最も至近距離にある市区町村
職員は、住民目線で仕事をするべき。大体
に、行政目線になりやすい。

　ビジョンの実現をめざし、区民・地域団
体等との協働を進めるため、区職員の意識
の向上を図ることを明確にしました。

◎

343

　素案【構想編・戦略計画編】64ページに
は「民間との協働」とある。委託の進め方
の問題として、公的な責任を明確にし、区
民・保護者の同意のない委託はやめてほし
い。

　保育園、児童館、学童クラブは平成26年
度までに47施設を委託してきました。例え
ば今年度実施した保育園の第三者評価で
は、約９割の保護者が「満足している・概
ね満足している」という結果でした。今後
も、区民ニーズに応えるために適切で効率
的な方法を選択しながら、子どもの成長と
子育てを総合的に支援していきます。

□

344

　区民大学「Enカレッジ」は戦略計画に盛
り込まれないのか。

　戦略計画18「新しい成熟都市に向けた区
政の創造」において、地域活動を担う人材
の育成や、区民の様々な経験、知識・技
術、学習の成果を活かすための仕組みづく
りを進めることを区政改革の取組項目とし
て記載しました。

◎
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345

　高齢者の増加は、５年後には今以上と思
う。施設が無いより、高架下でも施設が出
来ることを望む。反対論者のことも分かる
が、反対、反対ではなく、危険なら危険を
取り除くことを考えるべきだと思う。施設
に通う人が喜んでもらえる内容の充実に力
を入れてほしいと願う。

　区民サービスを充実するために高架下を
有効活用することは、区民全体の福祉の向
上に資するものと考えています。地域環境
に配慮し、ご理解が得られるよう努力を続
けながら、施設利用者が安全・快適に利用
していただける施設整備に向けて、引き続
き取り組んでいきます。

□

346

　責任ある予見の義務、住民の危険回避の
対策実施義務について、区の考えは。

　関越自動車道高架下の活用予定区間にお
ける高架道路の耐震性については、国の技
術基準に則って耐震補強工事が行われてお
り、平成24年に改訂された同基準で想定さ
れている地震動に対する耐震性能を有して
いることを、高架道路の維持管理を行って
いるNEXCO東日本に確認しています。
　また、日常的な点検や年１回の目視点検
のほか、５年に１回の頻度の詳細点検を実
施し、必要な補修を行っていることを、
NEXCO東日本に確認しています。

※

347

　高架下計画の進め方については、住民の
意見に基づくものではなく、区が一方的に
進めてきたために今でも合意できずもめて
いる。一番影響を受ける区民の意見を聞
き、反対派と決めつけず、冷静に、聞く耳
をもって接して欲しい。私たちも高架下利
用については、賛成である。中身について
の議論をすべきである。

　関越自動車道高架下の活用については、
検討の節目において、これまで６回にわた
り住民説明会を開催し、寄せられた質問に
は回答・説明を行ってきました。さらに、
個別に区民から寄せられた要望・質問等に
ついても、その都度回答しています。
　多くの区民から早期活用の要望が寄せら
れており、区議会平成23年第三回定例会に
おいて、区の活用計画の早期実現を求める
陳情が採択されています。
　引き続き、丁寧に地域住民にご説明しな
がら、早期の活用実現に取り組んでいきま
す。

□

348

　練馬区職員が区民の意見をどのように汲
み取っているか。また、練馬区という地方
自治体の民主主義は他の自治体に比べてど
うなっているか。

　職員は各現場で区民のご意見を日々直接
伺い、施策や事業に活かしています。区が
施策や事業を進めるうえでは区民の代表で
ある区議会のご意見を伺うとともに、区民
意見反映制度の実施や住民説明会の開催等
により、区民のご意見をお聞きしていま
す。

―

349

　行政は、問題提起する区民、異議を唱え
る区民には”反対派”のレッテルをはり、
会議等に排除してきた。
”反対派”というレッテルはりをやめて、
異なる意見にも耳を傾けて欲しい。

　区は施策を進めるうえで、区民意見反映
制度や住民説明会の開催など、必要に応じ
て様々な機会を設け、多様な区民意見をお
聞きしています。また、特定の区民を排除
したり、レッテルを貼るなどということは
していません。

―

その他
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350

　計画を策定するに当たり、住民の意見や
参加のシステムをどのように民主的に公平
性をもって住民合意のもと進めていくの
か。

　区が施策や事業を進めるうえでは区民の
代表である区議会のご意見を伺うととも
に、区民意見反映制度の実施や住民説明会
の開催等により、区民のご意見をお聞きし
ています。

―

351

　練馬文化センターを災害拠点病院に、平
成つつじ公園を避難公園と緑地に、ココネ
リと交通広場を商業施設に再編しては。

　ココネリは50年の定期借地権方式により
整備しました。他の施設もご提案のような
再編は短期的には困難です。練馬駅周辺を
含め、今後の区立施設のあり方は28年度ま
でに策定する公共施設等総合管理計画の中
で検討します。

※

352

　公共の施設のトイレを、もっときれいな
誰もが行きたくなるような、日本で、見本
になるような、そんなトイレにしてはどう
か。練馬を、全国に発信できると思う。

　区立施設の改修改築にあたっては、利用
者が快適に利用できるトイレとなるよう整
備します。 △

353

　江古田駅から練馬総合病院への旭丘文化
通りに誰でも腰かけられる椅子の設置を希
望する。
　提案①イスデザインを街で募集し、街お
こしイベントを開催する。
　提案②民家に椅子を設置するスペースを
提供してもらう。

　道路空間へのベンチ等の設置については
歩行者の通行の安全を確保するうえで課題
があると考えます。

※

354

　大江戸の親水と河川風物の掘り越しで、
練馬駅前の活性化と観光誘致で、千川通り
の小川の千川河川のオープン化と千川通り
の一方通行化を５年計画で実現しよう。

　千川上水の一部区間は復活しています。
千川上水の暗渠部については、東京都が千
川通り（道路）として管理しています。現
在歩道や緑地帯として利用されていること
から、開渠にすることは困難であると聞い
ています。

※

355

　練馬区のインフラ整備は、非常時に必ず
貢献する地元の中小建設業に常に発注する
こと。

　原則として、予定価格１億５千万円（建
築工事については５億円）未満の工事は、
区内工事事業者を対象としています。
　また、土木・造園工事で実施している、
価格以外の施工能力や地域貢献等も評価し
て落札業者を決定する総合評価入札方式に
おいては、事業者が緊急時土木工事協定の
締結がある団体の構成員である場合には、
加点するなどの対応をしています。

※

356

　区内の消費活性化のため、労働環境の適
正化をはかり公契約のもとで働く労働者の
賃金の適切な基準を確保するため、公契約
条例を制定して欲しい。

　民間企業に雇用される従業員の労働条件
に関する事項は、地方自治体の条例ではな
く、法律によって担保されるべきものと考
えます。また、その実効性についても、国
の労働保護政策によって担保されるべきも
のと考えます。

※

357

　作成から廃棄、歴史公文書としての取扱
いまで網羅した公文書管理についての基本
条例を制定することが必要。

　公文書の管理については、従来から文書
管理規程等に基づき適正化を図っており、
さらに情報公開条例において公文書を適正
に管理する責務を明記しているほか、歴史
的文書の取扱いについても、区として制度
化しているため、新たに公文書管理条例を
制定することは考えていません。

※
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358

　私道に共同埋設した排水溝にたまった汚
泥を廃棄しようとしたところ、区はどこも
引き取ってくれない。ほかの区のように支
援費をつけるか、汚泥を引き取るサービス
を希望する。

　私道の排水溝の汚泥は産業廃棄物扱いと
なりますので、処理業者にご依頼くださ
い。

※

54


